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規 則 

 

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 三 月 二 十 七 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 二 号  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

第 一 章  （ 略 ）  第 一 章  （ 略 ）  

第 二 章  本 庁  第 二 章  本 庁  

第 一 節  部 及 び 局 の 設 置 （ 第 四 条 ）  第 一 節  部 及 び デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 並 び に 局 の 設

置 （ 第 四 条 ）  

第 二 節  （ 略 ）  第 二 節  （ 略 ）  

第 三 節  課 等 の 設 置 及 び 分 掌 事 務  第 三 節  課 等 の 設 置 及 び 分 掌 事 務  

 第 一 款  削 除  

 第 二 款  防 災 対 策 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 七 条 ） 

 第 三 款  戦 略 企 画 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 八 条 ） 

第 一 款  総 務 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 六 条 ）  第 四 款  総 務 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 八 条 の 二 ） 

第 二 款  政 策 企 画 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 七 条 ）  

第 三 款  地 域 連 携 ・ 交 通 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第

八 条 ）  

 

第 四 款  防 災 対 策 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 八 条 の

二 ）  

 

第 五 款  （ 略 ）  第 五 款  （ 略 ）  

第 六 款  環 境 生 活 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 十 条 ） 第 六 款  環 境 生 活 部 の 課 等 及 び 分 掌 事 務 （ 第 十

条 ）  

第 七 款  削 除  第 七 款  地 域 連 携 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 十 一

条 ）  

第 八 款 ・ 第 九 款  （ 略 ）  第 八 款 ・ 第 九 款  （ 略 ）  

第 九 款 の 二  観 光 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 十 三 条

の 二 ）  

 

第 十 款  （ 略 ）  第 十 款  （ 略 ）  

 第 十 款 の 二  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 の 課 及 び 分 掌

事 務 （ 第 十 四 条 の 二 ）  

第 十 一 款  （ 略 ）  第 十 一 款  （ 略 ）  

第 四 節  （ 略 ）  第 四 節  （ 略 ）  

第 五 節  職 制 （ 第 十 八 条 の 二 ・ 第 十 九 条 ）  第 五 節  職 制 （ 第 十 八 条 の 二 ― 第 十 九 条 ）  

第 三 章 ・ 第 四 章  （ 略 ）  第 三 章 ・ 第 四 章  （ 略 ）  

附 則  附 則  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 「 本 庁 」 と は 、 三 重 県 部 制 条

例 （ 平 成 二 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ） 第 一 条 の 規 定 に

よ り 置 か れ た 十 一 部 及 び 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法

律 第 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 百 七 十 一 条 第
第 二 条  こ の 規 則 に お い て 「 本 庁 」 と は 、 三 重 県 部 制 条

例 （ 平 成 二 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ） 第 一 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 置 か れ た 十 部 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ

り 置 か れ た デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 並 び に 地 方 自 治 法 （ 昭
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五 項 の 規 定 に 基 づ き 設 け る 出 納 局 を い う 。 た だ し 、 地

域 機 関 に 属 す る も の を 除 く 。  

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

百 七 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 設 け る 出 納 局 を い

う 。 た だ し 、 地 域 機 関 に 属 す る も の を 除 く 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  
第 一 節  部 及 び 局 の 設 置  第 一 節  部 及 び デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 並 び に 局

の 設 置  

（ 部 及 び 局 の 設 置 ）  （ 部 及 び デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 並 び に 局 の 設 置 ）  

第 四 条  三 重 県 部 制 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ り 置 か れ た

十 一 部 は 、 次 の と お り で あ る 。  

第 四 条  三 重 県 部 制 条 例 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 置

か れ た 十 部 は 、 次 の と お り で あ る 。  

 一  防 災 対 策 部  

 二  戦 略 企 画 部  

一  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

二  政 策 企 画 部   

三  地 域 連 携 ・ 交 通 部   

四  防 災 対 策 部   

五 ～ 七  （ 略 ）  四 ～ 六  （ 略 ）  

 七  地 域 連 携 部  

八 ・ 九  （ 略 ）  八 ・ 九  （ 略 ）  

十  観 光 部   

十 一  （ 略 ）  十  （ 略 ）  

２  総 務 部 に デ ジ タ ル 推 進 局 を 設 置 す る 。  ２  三 重 県 部 制 条 例 第 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 置 か れ

た 知 事 直 轄 組 織 は 、 デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 で あ る 。  

 ３  環 境 生 活 部 に 廃 棄 物 対 策 局 を 設 置 す る 。  

３  地 域 連 携 ・ 交 通 部 に ス ポ ー ツ 推 進 局 及 び 南 部 地 域 振

興 局 を 設 置 す る 。  

４  地 域 連 携 部 に ス ポ ー ツ 推 進 局 及 び 南 部 地 域 活 性 化

局 を 設 置 す る 。  

４  環 境 生 活 部 に 環 境 共 生 局 を 設 置 す る 。  ５  雇 用 経 済 部 に 観 光 局 を 設 置 す る 。  

 第 一 款  削 除  

 第 六 条  削 除  

 第 二 款  防 災 対 策 部 の 課 及 び 分 掌 事 務  

 第 七 条  防 災 対 策 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

 一  防 災 対 策 総 務 課  

 二  消 防 ・ 保 安 課  

 三  防 災 企 画 ・ 地 域 支 援 課  

 四  災 害 対 策 課  

 五  災 害 即 応 ・ 連 携 課  

 六  危 機 管 理 課  

 ２  防 災 対 策 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。  

 二  部 内 の 歳 入 歳 出 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い う 。 ） 、

経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

 三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。  

 五  防 災 対 策 部 関 係 の 公 益 法 人 及 び 移 行 法 人 に 関 す

る こ と 。  

 六  東 日 本 大 震 災 支 援 に 係 る 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。 

 七  防 災 ヘ リ コ プ タ ー に 関 す る こ と 。  

 八  地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 地 域 活 性 化 局 に 関 す る

こ と （ 防 災 対 策 部 の 所 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ） 。 

 ３  消 防 ・ 保 安 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  消 防 行 政 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  
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 二  消 防 関 係 の 栄 典 及 び 表 彰 に 関 す る こ と 。  

 三  三 重 県 救 急 搬 送 ・ 医 療 連 携 協 議 会 に 関 す る こ と 。 

 四  三 重 県 石 油 コ ン ビ ナ ー ト 等 防 災 本 部 員 会 議 に 関

す る こ と 。  

 五  消 防 学 校 に 関 す る こ と 。  

 六  消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 八 十 六 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と （ 他 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 

 七  武 器 等 製 造 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 八  火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 九 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 九  高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十  液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と 。  

 十 一  電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と （ 他 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。  

 十 二  電 気 工 事 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

四 十 五 年 法 律 第 九 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 三  電 気 工 事 士 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 三 十 九

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 四  石 油 コ ン ビ ナ ー ト 等 災 害 防 止 法 （ 昭 和 五 十 年 法

律 第 八 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 ４  防 災 企 画 ・ 地 域 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 一  防 災 行 政 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 二  地 域 防 災 計 画 に 関 す る こ と 。  

 三  地 震 、 津 波 、 風 水 害 等 対 策 に 係 る 計 画 に 関 す る こ

と 。  

 四  市 町 及 び 地 域 の 防 災 対 策 の 支 援 に 関 す る こ と 。  

 五  防 災 に 係 る 人 材 育 成 に 関 す る こ と 。  

 六  ラ イ フ ラ イ ン 企 業 等 と の 連 携 に 関 す る こ と 。  

 七  三 重 県 防 災 会 議 に 関 す る こ と 。  

 八  災 害 救 助 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 十 八 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と 。  

 ５  災 害 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  災 害 対 策 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 二  広 域 支 援 及 び 受 援 に 関 す る こ と 。  

 三  防 災 情 報 の 収 集 伝 達 に 関 す る こ と 。  

 四  防 災 行 政 無 線 等 に よ る 防 災 情 報 の 通 信 に 関 す る

こ と 。  

 ６  災 害 即 応 ・ 連 携 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  三 重 県 災 害 対 策 本 部 の 運 営 に 関 す る こ と 。  

 二  防 災 訓 練 に 関 す る こ と 。  

 ７  危 機 管 理 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  危 機 管 理 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 二  国 民 保 護 に 関 す る こ と 。  

 三  三 重 県 国 民 保 護 協 議 会 に 関 す る こ と 。  

令和5年3月27日 三　重　県　公　報 号　　外

4



 第 三 款  戦 略 企 画 部 の 課 及 び 分 掌 事 務  

 第 八 条  戦 略 企 画 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

 一  戦 略 企 画 総 務 課  

 二  企 画 課  

 三  政 策 提 言 ・ 広 域 連 携 課  

 四  人 口 減 少 対 策 課  

 五  広 聴 広 報 課  

 六  情 報 公 開 課  

 七  統 計 課  

 ２  戦 略 企 画 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。  

 二  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

 三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。  

 五  県 政 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。  

 六  三 重 県 総 合 教 育 会 議 に 関 す る こ と 。  

 七  高 等 教 育 機 関 の 振 興 に 関 す る こ と 。  

 八  東 京 事 務 所 に 関 す る こ と 。  

 九  地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 地 域 活 性 化 局 に 関 す る

こ と （ 戦 略 企 画 部 の 所 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ） 。 

 ３  企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  県 政 の 総 合 企 画 に 関 す る こ と 。  

 二  政 策 研 究 及 び 政 策 提 案 に 関 す る こ と 。  

 三  総 合 計 画 の 進 行 管 理 に 関 す る こ と 。  

 四  ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る こ と 。  

 ４  政 策 提 言 ・ 広 域 連 携 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 一  国 等 へ の 政 策 提 言 に 関 す る こ と 。  

 二  近 隣 府 県 等 と の 交 流 及 び 連 携 の 総 合 的 な 企 画 及

び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 三  地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 ５  人 口 減 少 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 人 口 減 少 対 策 の 推 進

に 関 す る こ と と す る 。  

 ６  広 聴 広 報 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  県 政 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。  

 二  報 道 機 関 と の 調 整 に 関 す る こ と 。  

 ７  情 報 公 開 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  情 報 公 開 に 関 す る こ と 。  

 二  個 人 情 報 の 保 護 対 策 に 関 す る こ と 。  

 三  情 報 提 供 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 四  三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 に 関 す る こ

と 。  

 ８  統 計 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  統 計 調 査 に 関 す る こ と 。  

 二  各 種 統 計 分 析 に 関 す る こ と 。  

 三  統 計 情 報 デ ー タ の 提 供 に 関 す る こ と 。  

第 一 款  総 務 部 の 課 及 び 分 掌 事 務  第 四 款  総 務 部 の 課 及 び 分 掌 事 務  

第 六 条  総 務 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 八 条 の 二  総 務 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  広 聴 広 報 課   
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五  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

六  情 報 公 開 課   
七 ～ 十 三  （ 略 ）  五 ～ 十 一  （ 略 ）  

２  デ ジ タ ル 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   

一  デ ジ タ ル 戦 略 企 画 課   

二  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課   

３  総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ２  総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  部 内 の 歳 入 歳 出 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い う 。 ） 、

経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

一  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

二 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 五  （ 略 ）  

 六  外 郭 団 体 等 へ の 助 言 等 及 び 三 重 県 外 郭 団 体 等 改

革 方 針 に 関 す る こ と 。  

六 ・ 七  （ 略 ）  七 ・ 八  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

５  行 財 政 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

４  行 財 政 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  外 郭 団 体 等 へ の 助 言 等 及 び 三 重 県 外 郭 団 体 等 改

革 方 針 に 関 す る こ と 。  

二  コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る こ と 。  

 三  内 部 統 制 に 関 す る こ と 。  

 四  職 員 の 懲 戒 に 関 す る こ と 。  

三  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

 六  労 使 協 働 に 関 す る こ と 。  

四 ～ 六  （ 略 ）  七 ～ 九  （ 略 ）  

 十  三 重 県 職 員 委 員 会 に 関 す る こ と 。  

６  広 聴 広 報 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  県 政 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。   

二  報 道 機 関 と の 調 整 に 関 す る こ と 。   

７  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

８  情 報 公 開 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  情 報 公 開 に 関 す る こ と 。   

二  個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る こ と 。   

三  情 報 提 供 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

四  三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 に 関 す る こ

と 。  

 

９  人 事 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ６  人 事 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  職 員 の 任 免 （ 再 任 用 を 含 む 。 ） 、 分 限 、 懲 戒 及 び

服 務 に 関 す る こ と 。  

一  職 員 の 任 免 （ 再 任 用 を 含 む 。 ） 、 分 限 及 び 服 務 に

関 す る こ と 。  

二 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 五  （ 略 ）  

六  コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る こ と 。   

七  内 部 統 制 に 関 す る こ と 。   

八  労 使 協 働 に 関 す る こ と 。   

九  三 重 県 職 員 委 員 会 に 関 す る こ と 。   

十  （ 略 ）  六  （ 略 ）  

1
0 ～ 1
5  （ 略 ）  ７ ～ 1
2  （ 略 ）  

1
6  デ ジ タ ル 戦 略 企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 

一  デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 に 関 す る 施 策 の 企 画 及 び 総

合 調 整 に 関 す る こ と 。  

 

二  情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 関 す る こ と 。   
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三  社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

1
7  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 
一  デ ジ タ ル 改 革 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

二  市 町 の デ ジ タ ル 化 支 援 に 関 す る こ と 。   

三  情 報 通 信 基 盤 の 整 備 及 び 運 用 に 関 す る こ と 。   

第 二 款  政 策 企 画 部 の 課 及 び 分 掌 事 務   

第 七 条  政 策 企 画 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   

一  政 策 企 画 総 務 課   

二  企 画 課   

三  政 策 提 言 ・ 広 域 連 携 課   

四  人 口 減 少 対 策 課   

五  国 際 戦 略 課   

六  統 計 課   

２  政 策 企 画 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。   

二  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。   

三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。   

五  県 政 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。   

六  三 重 県 総 合 教 育 会 議 に 関 す る こ と 。   

七  高 等 教 育 機 関 の 振 興 に 関 す る こ と 。   

八  東 京 事 務 所 に 関 す る こ と 。   

九  地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 地 域 活 性 化 局 に 関 す る

こ と （ 政 策 企 画 部 の 所 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ） 。 

 

３  企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  県 政 の 総 合 企 画 に 関 す る こ と 。   

二  政 策 研 究 及 び 政 策 提 案 に 関 す る こ と 。   

三  総 合 計 画 の 進 行 管 理 に 関 す る こ と 。   

四  ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る こ と 。   

五  プ ロ モ ー シ ョ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。   

４  政 策 提 言 ・ 広 域 連 携 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 

一  国 等 へ の 政 策 提 言 に 関 す る こ と 。   

二  近 隣 府 県 等 と の 交 流 及 び 連 携 の 総 合 的 な 企 画 及

び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 

三  地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

５  人 口 減 少 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 人 口 減 少 対 策 の 推 進

に 関 す る こ と と す る 。  

 

６  国 際 戦 略 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る   

一  ポ ス ト サ ミ ッ ト に 関 す る 総 合 的 な 企 画 及 び 調 整

に 関 す る こ と 。  

 

二  国 際 施 策 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。   

三  国 際 貢 献 及 び 国 際 交 流 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

四  公 益 財 団 法 人 国 際 環 境 技 術 移 転 セ ン タ ー に 関 す

る こ と 。  

 

７  統 計 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  統 計 調 査 に 関 す る こ と 。   

二  各 種 統 計 分 析 に 関 す る こ と 。   

三  統 計 情 報 デ ー タ の 提 供 に 関 す る こ と 。   
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第 三 款  地 域 連 携 ・ 交 通 部 の 課 及 び 分 掌 事 務   

第 八 条  地 域 連 携 ・ 交 通 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   
一  地 域 連 携 ・ 交 通 総 務 課   

二  水 資 源 ・ 地 域 プ ロ ジ ェ ク ト 課   

三  交 通 政 策 課   

四  広 域 交 通 ・ リ ニ ア 推 進 課   

五  地 域 づ く り 推 進 課   

六  移 住 促 進 課   

七  市 町 行 財 政 課   

２  ス ポ ー ツ 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   

一  ス ポ ー ツ 推 進 課   

二  競 技 力 向 上 対 策 課   

３  南 部 地 域 振 興 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   

一  南 部 地 域 振 興 企 画 課   

二  東 紀 州 振 興 課   

４  地 域 連 携 ・ 交 通 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 

一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。   

二  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。   

三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。   

五  地 域 連 携 ・ 交 通 部 関 係 の 公 益 法 人 及 び 移 行 法 人 に

関 す る こ と 。  

 

六  地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 地 域 活 性 化 局 に 関 す る

こ と （ 他 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 

５  水 資 源 ・ 地 域 プ ロ ジ ェ ク ト 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と

お り と す る 。  

 

一  水 資 源 の 開 発 及 び 有 効 利 用 に 係 る 総 合 的 な 企 画

及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 

二  県 土 の 利 用 計 画 に 関 す る こ と 。   

三  地 籍 調 査 、 地 価 調 査 そ の 他 の 土 地 の 基 礎 的 調 査 に

関 す る こ と 。  

 

四  重 要 施 設 周 辺 及 び 国 境 離 島 等 に お け る 土 地 等 の

利 用 状 況 の 調 査 及 び 利 用 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 （ 令

和 三 年 法 律 第 八 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 同 法

第 二 十 二 条 に 基 づ く 協 力 に 限 る 。 ） 。  

 

五  地 域 プ ロ ジ ェ ク ト の 推 進 に 関 す る こ と 。   

六  三 重 県 国 土 利 用 計 画 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

七  三 重 県 土 地 利 用 審 査 会 に 関 す る こ と 。   

八  国 土 利 用 計 画 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 九 十 二 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

６  交 通 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  公 共 交 通 機 関 の 確 保 、 維 持 及 び 改 善 に 関 す る こ

と 。  

 

二  自 転 車 活 用 推 進 法 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 百 十 三

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

７  広 域 交 通 ・ リ ニ ア 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

 

一  広 域 、 高 速 交 通 体 系 の 整 備 促 進 に 関 す る こ と 。   

二  自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律  
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（ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  
８  地 域 づ く り 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 
一  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り に 関 す る こ と 。  

二  市 町 の 合 併 に 関 す る こ と 。   

三  市 町 の 広 域 行 政 に 関 す る こ と 。   

四  市 町 へ の 権 限 移 譲 に 関 す る こ と 。   

五  過 疎 地 域 対 策 に 関 す る こ と 。   

９  移 住 促 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 県 内 へ の 移 住 の 促 進 に 関

す る こ と と す る 。  

 

1
0  市 町 行 財 政 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  市 町 等 の 行 政 及 び 財 政 運 営 に 関 す る こ と 。   

二  市 町 の 地 方 交 付 税 に 関 す る こ と 。   

三  市 町 等 の 地 方 債 に 関 す る こ と 。   

四  市 町 等 の 公 務 員 制 度 に 関 す る こ と 。   

五  市 町 村 税 に 関 す る こ と 。   

六  住 居 表 示 に 関 す る こ と 。   

七  住 民 基 本 台 帳 に 関 す る こ と 。   

八  叙 位 、 叙 勲 及 び 褒 章 に 関 す る こ と （ 市 町 に 係 る 地

方 自 治 功 労 に 関 す る も の に 限 る 。 ） 。  

 

九  自 衛 官 の 募 集 に 関 す る こ と 。   

十  選 挙 、 選 挙 管 理 委 員 会 の 財 務 等 に 関 す る こ と 。   

十 一  三 重 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

十 二  本 人 確 認 情 報 の 保 護 に 関 す る 審 議 会 に 関 す る

こ と 。  

 

十 三  公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 七

年 法 律 第 六 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 市 町 が 設

立 す る 土 地 開 発 公 社 の 認 可 及 び 監 督 に 係 る も の に

限 る 。 ） 。  

 

1
1  ス ポ ー ツ 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  ス ポ ー ツ の 推 進 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

二  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条

例 第 九 十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

三  地 域 ス ポ ー ツ の 充 実 に 関 す る こ と 。   

四  広 域 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る こ と 。   

五  県 営 ス ポ ー ツ 施 設 に 関 す る こ と （ 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ

ー デ ン 、 総 合 競 技 場 、 松 阪 野 球 場 及 び ラ イ フ ル 射 撃

場 に 限 る 。 ） 。  

 

六  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

七  都 市 公 園 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 七 十 九 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 五 十 鈴 公 園 の 管 理 及 び 保 全 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 。  

 

1
2  競 技 力 向 上 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 競 技 力 の 向 上 に 関

す る こ と と す る 。  

 

1
3  南 部 地 域 振 興 企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 

一  南 部 地 域 振 興 の 企 画 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。  

二  離 島 及 び 半 島 振 興 対 策 に 関 す る こ と 。   

1
4  東 紀 州 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   
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一  東 紀 州 地 域 の 振 興 に 関 す る こ と 。   

二  世 界 遺 産 熊 野 古 道 の 活 用 に 関 す る こ と 。   

第 四 款  防 災 対 策 部 の 課 及 び 分 掌 事 務   

第 八 条 の 二  防 災 対 策 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   

一  防 災 対 策 総 務 課   

二  消 防 ・ 保 安 課   

三  災 害 対 策 推 進 課   

四  災 害 即 応 ・ 連 携 課   

五  地 域 防 災 推 進 課   

六  危 機 管 理 課   

２  防 災 対 策 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。   

二  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。   

三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。   

五  防 災 対 策 部 関 係 の 公 益 法 人 及 び 移 行 法 人 に 関 す

る こ と 。  

 

六  東 日 本 大 震 災 支 援 に 係 る 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。  

七  防 災 行 政 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

八  地 域 防 災 計 画 に 関 す る こ と 。   

九  地 震 、 津 波 、 風 水 害 等 対 策 に 係 る 計 画 に 関 す る こ

と 。  

 

十  三 重 県 防 災 会 議 に 関 す る こ と 。   

十 一  地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 地 域 活 性 化 局 に 関 す

る こ と （ 防 災 対 策 部 の 所 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ） 。 

 

３  消 防 ・ 保 安 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  消 防 行 政 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

二  消 防 関 係 の 栄 典 及 び 表 彰 に 関 す る こ と 。   

三  防 災 ヘ リ コ プ タ ー に 関 す る こ と 。   

四  三 重 県 救 急 搬 送 ・ 医 療 連 携 協 議 会 に 関 す る こ と 。  

五  三 重 県 石 油 コ ン ビ ナ ー ト 等 防 災 本 部 員 会 議 に 関

す る こ と 。  

 

六  消 防 学 校 に 関 す る こ と 。   

七  消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 八 十 六 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と （ 他 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 

 

八  武 器 等 製 造 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

九  火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 九 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十  高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 一  液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 二  電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と （ 他 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。  

 

十 三  電 気 工 事 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

四 十 五 年 法 律 第 九 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 四  電 気 工 事 士 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 三 十 九  
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号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

十 五  石 油 コ ン ビ ナ ー ト 等 災 害 防 止 法 （ 昭 和 五 十 年 法

律 第 八 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 
４  災 害 対 策 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  災 害 対 策 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

二  広 域 応 援 及 び 受 援 体 制 に 関 す る こ と 。   

三  災 害 対 策 活 動 体 制 の 整 備 に 関 す る こ と 。   

四  防 災 訓 練 に 関 す る こ と 。   

五  防 災 情 報 の 収 集 伝 達 に 関 す る こ と 。   

六  防 災 行 政 無 線 等 に よ る 防 災 情 報 の 通 信 に 関 す る

こ と 。  

 

５  災 害 即 応 ・ 連 携 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  三 重 県 災 害 対 策 本 部 の 運 営 に 関 す る こ と 。   

二  市 町 の 災 害 対 策 活 動 体 制 の 強 化 に 係 る 支 援 に 関

す る こ と 。  

 

三  ラ イ フ ラ イ ン 企 業 等 と の 連 携 に 関 す る こ と 。   

６  地 域 防 災 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  市 町 及 び 地 域 の 防 災 対 策 の 支 援 及 び 連 携 に 関 す

る こ と 。  

 

二  防 災 に 係 る 人 材 育 成 に 関 す る こ と 。   

三  災 害 救 助 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 十 八 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と 。  

 

７  危 機 管 理 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  危 機 管 理 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

二  国 民 保 護 に 関 す る こ と 。   

三  三 重 県 国 民 保 護 協 議 会 に 関 す る こ と 。   

第 九 条  医 療 保 健 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  第 九 条  医 療 保 健 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  医 療 人 材 課  三  医 療 介 護 人 材 課  

四 ・ 五  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

六  感 染 症 情 報 ・ 検 査 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム  六  ワ ク チ ン ・ 物 資 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム  

 七  患 者 情 報 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム  

 八  情 報 分 析 ・ 検 査 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム  

七 ～ 十 二  （ 略 ）  九 ～ 十 四  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  医 療 人 材 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  医 療 介 護 人 材 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ・ 二  （ 略 ）   一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  介 護 従 事 者 の 確 保 及 び 養 成 に 関 す る こ と 。  

三 ～ 六  （ 略 ）  四 ～ 七  （ 略 ）  

 八  地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の 促

進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 介 護 従 事 者 の

確 保 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

５  長 寿 介 護 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ５  長 寿 介 護 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  介 護 従 事 者 の 確 保 及 び 養 成 に 関 す る こ と 。   

五 ～ 十 四  （ 略 ）  四 ～ 十 三  （ 略 ）  

十 五  地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の

促 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 介 護 施 設 等

の 整 備 及 び 介 護 従 事 者 の 確 保 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。 

十 四  地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の

促 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 介 護 施 設 等

の 整 備 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

十 六  （ 略 ）  十 五  （ 略 ）  
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６  感 染 症 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ６  感 染 症 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  
三  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る ワ ク チ ン の 接

種 及 び 医 療 機 関 等 へ の 物 資 の 支 援 に 関 す る こ と 。  

 
四 ～ 七  （ 略 ）  三 ～ 六  （ 略 ）  

７  感 染 症 情 報 ・ 検 査 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務

は 、 次 の と お り と す る 。  

７  ワ ク チ ン ・ 物 資 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務

は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る ワ ク チ ン の 接 種

及 び 医 療 機 関 等 へ の 物 資 の 支 援 に 関 す る こ と と す る 。 

一  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 患 者 情 報 等 の

収 集 及 び 公 表 、 情 報 分 析 並 び に ク ラ ス タ ー 対 策 に 関

す る こ と 。  

 

二  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 検 査 の 推 進 に

関 す る こ と 。  

 

 ８  患 者 情 報 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務 は 、 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 患 者 情 報 等 の 収 集 及 び 公

表 に 関 す る こ と と す る 。  

 ９  情 報 分 析 ・ 検 査 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務 は 、

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 情 報 分 析 、 ク ラ ス タ

ー 対 策 及 び 検 査 の 推 進 に 関 す る こ と と す る 。  

８ ・ ９  （ 略 ）  1
0
・ 1
1  （ 略 ）  

1
0  健 康 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
2  健 康 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 二 十 四  （ 略 ）  一 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

二 十 五  保 健 師 業 務 の 統 括 に 関 す る こ と 。   

1
1  （ 略 ）  1
3  （ 略 ）  

1
2  食 品 安 全 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
4  食 品 安 全 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 二 十 六  （ 略 ）  一 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

二 十 七  愛 玩 動 物 看 護 師 法 （ 令 和 元 年 法 律 第 五 十 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と （ 指 定 養 成 所 に 係 る も の に 限

る 。 ） 。  

 

1
3  （ 略 ）  1
5  （ 略 ）  

第 九 条 の 二  子 ど も ・ 福 祉 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。 第 九 条 の 二  子 ど も ・ 福 祉 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。 

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  障 が い 福 祉 課   

五  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

六  子 ど も の 育 ち 支 援 課   

七  子 ど も 福 祉 ・ 虐 待 対 策 課  五  子 育 て 支 援 課  

 六  障 が い 福 祉 課  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  障 が い 福 祉 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  障 が い 児 （ 者 ） の 福 祉 に 関 す る こ と 。   

二  障 が い 者 の 社 会 参 加 の 促 進 に 関 す る こ と 。   

三  障 が い 者 ス ポ ー ツ の 普 及 に 関 す る こ と 。   

四  三 重 県 手 話 言 語 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 条 例 第

五 十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

五  障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 誰 も が 共 に 暮 ら し や

す い 三 重 県 づ く り 条 例 （ 平 成 三 十 年 三 重 県 条 例 第 六

十 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

六  障 が い 児 （ 者 ） の 地 域 生 活 支 援 に 関 す る こ と 。   

七  障 が い 児 （ 者 ） の 相 談 支 援 及 び 支 援 者 の 人 材 育 成

に 関 す る こ と 。  
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八  障 が い 児 （ 者 ） の 福 祉 施 設 に 関 す る こ と 。   

九  三 重 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 及 び 障 害 児 通 所 給 付

費 等 不 服 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

 
十  三 重 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 に 関 す る こ と 。   

十 一  三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 に 関 す る

こ と 。  

 

十 二  障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。   

十 三  社 会 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 管 に

属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 

十 四  児 童 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 障 が い 児 に 係

る も の に 限 る 。 ） 。  

 

十 五  身 体 障 害 者 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と 。   

十 六  知 的 障 害 者 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と 。   

十 七  特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 の 施

行 に 関 す る こ と （ 特 別 児 童 扶 養 手 当 に 係 る も の を 除

く 。 ） 。  

 

十 八  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援 す る た め の 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 育 成 医 療 及

び 精 神 通 院 医 療 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 

十 九  障 害 者 虐 待 の 防 止 、 障 害 者 の 養 護 者 に 対 す る 支

援 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十  国 等 に よ る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の

調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 五

十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十 一  障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と 。  

 

二 十 二  医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に

関 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 八 十 一 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と （ 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。  

 

６  少 子 化 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ５  少 子 化 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  保 育 サ ー ビ ス 、 放 課 後 児 童 対 策 等 の 充 実 に 関 す る

こ と 。  

 四  私 立 幼 稚 園 に 関 す る こ と 。  

三  家 庭 教 育 の 応 援 に 関 す る こ と 。  五  地 域 及 び 家 庭 の 子 育 て 支 援 に 関 す る こ と 。  

四 ～ 七  （ 略 ）  六 ～ 九  （ 略 ）  

 十  三 重 県 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 に 関 す る こ と 。  

 十 一  児 童 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 保 育 及 び 放 課

後 児 童 対 策 等 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 十 二  就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的

な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十

七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

八  三 重 県 い じ め 調 査 委 員 会 に 関 す る こ と 。   

九  児 童 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ こ ど も の 居 場 所

に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

十  子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十

五 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 他 課 の
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所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

７  子 ど も の 育 ち 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 
一  保 育 サ ー ビ ス 、 放 課 後 児 童 対 策 等 の 充 実 に 関 す る

こ と 。  

 

二  私 立 幼 稚 園 に 関 す る こ と 。   

三  地 域 及 び 家 庭 の 子 育 て 支 援 に 関 す る こ と 。   

四  三 重 県 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 に 関 す る こ と 。   

五  児 童 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 母 子 保 健 、 保 育

及 び 放 課 後 児 童 対 策 等 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

六  就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な

提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

七  母 子 保 健 対 策 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

八  母 子 保 健 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 周 産 期 医 療 に 係

る も の を 除 く 。 ） 。  

 

九  母 体 保 護 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援

す る た め の 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 育 成 医 療 に 係

る も の に 限 る 。 ） 。  

 

８  子 ど も 福 祉 ・ 虐 待 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

６  子 育 て 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  母 子 保 健 対 策 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 六  （ 略 ）  

 七  三 重 県 い じ め 調 査 委 員 会 に 関 す る こ と 。  

六 ～ 十 五  （ 略 ）  八 ～ 十 七  （ 略 ）  

 十 八  母 子 保 健 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 周 産 期 医 療 に

係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 十 九  母 体 保 護 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援 す る た め の 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 育 成 医 療 に

係 る も の に 限 る 。 ） 。  

十 六  子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二

十 五 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ ひ と

り 親 支 援 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

二 十 一  子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成

二 十 五 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 ７  障 が い 福 祉 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  障 害 児 （ 者 ） の 福 祉 に 関 す る こ と 。  

 二  障 害 者 の 社 会 参 加 の 促 進 に 関 す る こ と 。  

 三  障 が い 者 ス ポ ー ツ の 普 及 に 関 す る こ と 。  

 四  三 重 県 手 話 言 語 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 条 例 第

五 十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 五  障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 誰 も が 共 に 暮 ら し や

す い 三 重 県 づ く り 条 例 （ 平 成 三 十 年 三 重 県 条 例 第 六

十 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 六  障 害 児 （ 者 ） の 地 域 生 活 支 援 に 関 す る こ と 。  

 七  障 害 児 （ 者 ） の 相 談 支 援 及 び 支 援 者 の 人 材 育 成 に

関 す る こ と 。  

 八  障 害 児 （ 者 ） の 福 祉 施 設 に 関 す る こ と 。  
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 九  三 重 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 及 び 障 害 児 通 所 給 付

費 等 不 服 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

 十  三 重 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 に 関 す る こ と 。  

 十 一  三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 に 関 す る

こ と 。  

 十 二  障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。  

 十 三  社 会 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 管 に

属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 十 四  児 童 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 障 害 児 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 。  

 十 五  身 体 障 害 者 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 六  知 的 障 害 者 福 祉 法 の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 七  特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 の 施

行 に 関 す る こ と （ 特 別 児 童 扶 養 手 当 に 係 る も の を 除

く 。 ） 。  

 十 八  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援 す る た め の 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と （ 育 成 医 療 及

び 精 神 通 院 医 療 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 十 九  障 害 者 虐 待 の 防 止 、 障 害 者 の 養 護 者 に 対 す る 支

援 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十  国 等 に よ る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の

調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 五

十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 一  障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と 。  

 二 十 二  医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に

関 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 八 十 一 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と （ 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。  

第 六 款  環 境 生 活 部 の 課 及 び 分 掌 事 務  第 六 款  環 境 生 活 部 の 課 等 及 び 分 掌 事 務  

第 十 条  環 境 生 活 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 十 条  環 境 生 活 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

 四  地 球 温 暖 化 対 策 課  

 五  大 気 ・ 水 環 境 課  

四 ～ 六  （ 略 ）  六 ～ 八  （ 略 ）  

２  環 境 共 生 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  ２  廃 棄 物 対 策 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  

一  資 源 循 環 推 進 課  一  廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 課  

二  廃 棄 物 対 策 課   

三  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

 三  廃 棄 物 適 正 処 理 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム  

四  地 球 温 暖 化 対 策 課   

五  大 気 ・ 水 環 境 課   

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  

 ６  地 球 温 暖 化 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  地 球 温 暖 化 対 策 に 関 す る こ と 。  

 二  事 業 者 の 環 境 経 営 の 普 及 促 進 に 関 す る こ と 。  

 三  県 民 の 環 境 行 動 の 促 進 に 関 す る こ と 。  
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 四  環 境 教 育 及 び 環 境 学 習 に 関 す る こ と 。  

 五  国 際 環 境 協 力 に 関 す る こ と 。  

 六  公 害 に 係 る 事 前 審 査 に 関 す る こ と 。  

 七  三 重 県 環 境 調 整 シ ス テ ム に 関 す る こ と 。  

 八  環 境 影 響 評 価 に 関 す る こ と 。  

 九  三 重 県 公 害 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

 十  三 重 県 公 害 事 前 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

 十 一  フ ロ ン 類 の 使 用 の 合 理 化 及 び 管 理 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の 施 行 に

関 す る こ と 。  

 十 二  公 害 紛 争 処 理 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 八 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 三  環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 八 十 一 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 ７  大 気 ・ 水 環 境 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  大 気 環 境 及 び 水 環 境 の 保 全 に 関 す る こ と 。  

 二  生 活 排 水 対 策 に 関 す る こ と 。  

 三  地 盤 沈 下 に 関 す る こ と 。  

 四  水 道 に 関 す る こ と 。  

 五  土 壌 汚 染 及 び 地 下 水 汚 染 に 関 す る こ と 。  

 六  三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年

三 重 県 条 例 第 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 大 気 環 境 、

水 環 境 、 土 壌 汚 染 、 地 盤 沈 下 、 騒 音 、 振 動 、 悪 臭 に

係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 七  三 重 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 令

和 元 年 三 重 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と

（ 他 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 八  三 重 県 自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 等 総 量 削 減 計 画 策

定 協 議 会 に 関 す る こ と 。  

 九  工 業 用 水 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 四 十 六 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 十  水 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

 十 一  大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 七

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 二  騒 音 規 制 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 八 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 三  建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 二 十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

 十 四  水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 五  農 用 地 の 土 壌 の 汚 染 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。 

 十 六  悪 臭 防 止 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 九 十 一 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 七  特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組 織 の 整 備 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 七 号 ） の 施 行 に 関 す

る こ と 。  

 十 八  振 動 規 制 法 （ 昭 和 五 十 一 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の
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施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 九  浄 化 槽 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 四 十 三 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 環 境 省 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る 。 ） 。  

 二 十  自 動 車 か ら 排 出 さ れ る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状

物 質 の 特 定 地 域 に お け る 総 量 の 削 減 等 に 関 す る 特

別 措 置 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 二 十 一  特 定 特 殊 自 動 車 排 出 ガ ス の 規 制 等 に 関 す る

法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 五 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 二 十 二  ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年

法 律 第 百 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 三  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 四  特 定 化 学 物 質 の 環 境 へ の 排 出 量 の 把 握 等 及

び 管 理 の 改 善 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 八 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 五  美 し く 豊 か な 自 然 を 保 護 す る た め の 海 岸 に

お け る 良 好 な 景 観 及 び 環 境 並 び に 海 洋 環 境 の 保 全

に 係 る 海 岸 漂 着 物 等 の 処 理 等 の 推 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 八 十 二 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と （ 水 環 境 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 二 十 六  温 泉 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

６  人 権 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ８  人 権 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  三 重 県 差 別 解 消 調 整 委 員 会 に 関 す る こ と 。   

六 ・ 七  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

７ ・ ８  （ 略 ）  ９ ・ 1
0  （ 略 ）  

９  資 源 循 環 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 1
1  廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一  廃 棄 物 の 発 生 抑 制 に 関 す る こ と 。  一  廃 棄 物 の 減 量 化 に 関 す る こ と 。  

二  循 環 的 利 用 に 関 す る こ と 。  二  リ サ イ ク ル に 関 す る こ と 。  

三  一 般 廃 棄 物 に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 管 に 属 す る も

の を 除 く 。 ） 。  

三  一 般 廃 棄 物 に 関 す る こ と 。  

四  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

五  産 業 廃 棄 物 に 関 す る こ と （ 発 生 抑 制 及 び 循 環 的 利

用 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

五  産 業 廃 棄 物 に 関 す る こ と （ 監 視 指 導 に 係 る も の を

除 く 。 ） 。  

六  循 環 型 社 会 形 成 推 進 計 画 に 関 す る こ と 。  六  廃 棄 物 処 理 計 画 に 関 す る こ と 。  

七  三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 に 係 る 再 生 施 設 等 認 定 に 関

す る こ と 。  

七  三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 に 係 る 再 生 施 設 認 定 に 関 す

る こ と 。  

八  （ 略 ）  八  （ 略 ）  

 九  Ｒ Ｄ Ｆ （ ご み 固 形 燃 料 ） 事 業 に 関 す る こ と （ 企 業

庁 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

九 ・ 十  （ 略 ）  十 ・ 十 一  （ 略 ）  

 十 二  三 重 県 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 二 十 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と （ 監 視 指 導 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

十 一  （ 略 ）  十 三  （ 略 ）  
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十 二  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十

五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 発 生

抑 制 及 び 循 環 的 利 用 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

十 四  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十

五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 他 の

課 等 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  
十 三  （ 略 ）  十 五  （ 略 ）  

 十 六  産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 定 施 設 の 整 備 の 促

進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 四 年 法 律 第 六 十 二 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

十 四 ～ 十 八  （ 略 ）  十 七 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

 二 十 二  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の

推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 五

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

十 九  （ 略 ）  二 十 三  （ 略 ）  

 二 十 四  平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地

方 太 平 洋 沖 地 震 に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ り

放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 に よ る 環 境 の 汚 染 へ の 対 処

に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 百 十 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

二 十 ～ 二 十 二  （ 略 ）  二 十 五 ～ 二 十 七  （ 略 ）  

1
0  廃 棄 物 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  一 般 廃 棄 物 に 関 す る こ と （ 廃 棄 物 処 理 施 設 の 許 可

等 に 係 る も の に 限 る 。 ）  

 

二  産 業 廃 棄 物 に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 管 に 属 す る も

の を 除 く 。 ） 。  

 

三  行 政 代 執 行 後 の 環 境 保 全 管 理 に 関 す る こ と （ 特 定

産 業 廃 棄 物 に 起 因 す る 支 障 の 除 去 等 に 関 す る 特 別

措 置 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） の 適 用 を 受 け

た も の に 限 る 。 ） 。  

 

四  三 重 県 産 業 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る

条 例 （ 平 成 二 十 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 施 行 に

関 す る こ と （ 他 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 

 

五  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五

年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 他 課 の

所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 

六  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進

に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 五 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

1
1  （ 略 ）  1
2  （ 略 ）  

 1
3  廃 棄 物 適 正 処 理 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務 は 、

次 の と お り と す る 。  

 一  産 業 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 対 策 に 関 す る こ と 。  

 二  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関

す る こ と （ 特 定 の 産 業 廃 棄 物 不 適 正 処 理 事 案 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 。  

 三  特 定 産 業 廃 棄 物 に 起 因 す る 支 障 の 除 去 等 に 関 す

る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

1
2  地 球 温 暖 化 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 

一  地 球 温 暖 化 対 策 に 関 す る こ と 。   

二  事 業 者 の 環 境 経 営 の 普 及 促 進 に 関 す る こ と 。   
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三  県 民 の 環 境 行 動 の 促 進 に 関 す る こ と 。   

四  環 境 教 育 及 び 環 境 学 習 に 関 す る こ と 。   
五  国 際 環 境 協 力 に 関 す る こ と 。   

六  公 害 に 係 る 事 前 審 査 に 関 す る こ と 。   

七  三 重 県 環 境 調 整 シ ス テ ム に 関 す る こ と 。   

八  環 境 影 響 評 価 に 関 す る こ と 。   

九  三 重 県 公 害 審 査 会 に 関 す る こ と 。   

十  三 重 県 公 害 事 前 審 査 会 に 関 す る こ と 。   

十 一  フ ロ ン 類 の 使 用 の 合 理 化 及 び 管 理 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の 施 行 に

関 す る こ と 。  

 

十 二  公 害 紛 争 処 理 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 八 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 三  環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 八 十 一 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

1
3  大 気 ・ 水 環 境 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  大 気 環 境 及 び 水 環 境 の 保 全 に 関 す る こ と 。   

二  生 活 排 水 対 策 に 関 す る こ と 。   

三  地 盤 沈 下 に 関 す る こ と 。   

四  水 道 に 関 す る こ と 。   

五  土 壌 汚 染 及 び 地 下 水 汚 染 に 関 す る こ と 。   

六  三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年

三 重 県 条 例 第 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 大 気 環 境 、

水 環 境 、 土 壌 汚 染 、 地 盤 沈 下 、 騒 音 、 振 動 、 悪 臭 に

係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

七  三 重 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 令

和 元 年 三 重 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と

（ 他 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 

八  三 重 県 自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 等 総 量 削 減 計 画 策

定 協 議 会 に 関 す る こ と 。  

 

九  工 業 用 水 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 四 十 六 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十  水 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

 

十 一  大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 七

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 二  騒 音 規 制 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 八 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 三  建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 二 十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

 

十 四  水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 五  農 用 地 の 土 壌 の 汚 染 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。 

 

十 六  悪 臭 防 止 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 九 十 一 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 七  特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組 織 の 整 備 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 七 号 ） の 施 行 に 関 す

る こ と 。  
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十 八  振 動 規 制 法 （ 昭 和 五 十 一 年 法 律 第 六 十 四 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 九  浄 化 槽 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 四 十 三 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 環 境 省 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る 。 ） 。  

 
二 十  自 動 車 か ら 排 出 さ れ る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状

物 質 の 特 定 地 域 に お け る 総 量 の 削 減 等 に 関 す る 特

別 措 置 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 

二 十 一  特 定 特 殊 自 動 車 排 出 ガ ス の 規 制 等 に 関 す る

法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 五 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 

二 十 二  ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年

法 律 第 百 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十 三  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十 四  特 定 化 学 物 質 の 環 境 へ の 排 出 量 の 把 握 等 及

び 管 理 の 改 善 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 八 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十 五  美 し く 豊 か な 自 然 を 保 護 す る た め の 海 岸 に

お け る 良 好 な 景 観 及 び 環 境 並 び に 海 洋 環 境 の 保 全

に 係 る 海 岸 漂 着 物 等 の 処 理 等 の 推 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 八 十 二 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と （ 水 環 境 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

二 十 六  温 泉 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

第 七 款  削 除  第 七 款  地 域 連 携 部 の 課 及 び 分 掌 事 務  

第 十 一 条  削 除  第 十 一 条  地 域 連 携 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

 一  地 域 連 携 総 務 課  

 二  水 資 源 ・ 地 域 プ ロ ジ ェ ク ト 課  

 三  交 通 政 策 課  

 四  地 域 づ く り 推 進 課  

 五  移 住 促 進 課  

 六  市 町 行 財 政 課  

 ２  ス ポ ー ツ 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

 一  ス ポ ー ツ 推 進 課  

 二  競 技 力 向 上 対 策 課  

 ３  南 部 地 域 活 性 化 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

 一  南 部 地 域 活 性 化 推 進 課  

 二  東 紀 州 振 興 課  

 ４  地 域 連 携 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。  

 二  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

 三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。  

 五  地 域 連 携 部 関 係 の 公 益 法 人 及 び 移 行 法 人 に 関 す

る こ と 。  

 六  地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 地 域 活 性 化 局 に 関 す る

こ と （ 他 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 ５  水 資 源 ・ 地 域 プ ロ ジ ェ ク ト 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と
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お り と す る 。  

 一  水 資 源 の 開 発 及 び 有 効 利 用 に 係 る 総 合 的 な 企 画

及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 二  県 土 の 利 用 計 画 に 関 す る こ と 。  

 三  地 籍 調 査 、 地 価 調 査 そ の 他 の 土 地 の 基 礎 的 調 査 に

関 す る こ と 。  

 四  地 域 プ ロ ジ ェ ク ト の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 五  三 重 県 国 土 利 用 計 画 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 六  三 重 県 土 地 利 用 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

 七  国 土 利 用 計 画 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 九 十 二 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 ６  交 通 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  広 域 、 高 速 交 通 体 系 の 整 備 促 進 に 関 す る こ と 。  

 二  公 共 交 通 機 関 の 確 保 、 維 持 及 び 改 善 に 関 す る こ

と 。  

 三  自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

 四  自 転 車 活 用 推 進 法 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 百 十 三

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 ７  地 域 づ く り 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り に 関 す る こ と 。 

 二  市 町 の 合 併 に 関 す る こ と 。  

 三  市 町 の 広 域 行 政 に 関 す る こ と 。  

 四  市 町 へ の 権 限 移 譲 に 関 す る こ と 。  

 ８  移 住 促 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 県 内 へ の 移 住 の 促 進 に 関

す る こ と と す る 。  

 ９  市 町 行 財 政 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  市 町 等 の 行 政 及 び 財 政 運 営 に 関 す る こ と 。  

 二  市 町 の 地 方 交 付 税 に 関 す る こ と 。  

 三  市 町 等 の 地 方 債 に 関 す る こ と 。  

 四  市 町 等 の 公 務 員 制 度 に 関 す る こ と 。  

 五  市 町 村 税 に 関 す る こ と 。  

 六  住 居 表 示 に 関 す る こ と 。  

 七  住 民 基 本 台 帳 に 関 す る こ と 。  

 八  叙 位 、 叙 勲 及 び 褒 章 に 関 す る こ と （ 市 町 に 係 る 地

方 自 治 功 労 に 関 す る も の に 限 る 。 ） 。  

 九  自 衛 官 の 募 集 に 関 す る こ と 。  

 十  選 挙 、 選 挙 管 理 委 員 会 の 財 務 等 に 関 す る こ と 。  

 十 一  三 重 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 十 二  本 人 確 認 情 報 の 保 護 に 関 す る 審 議 会 に 関 す る

こ と 。  

 十 三  公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 七

年 法 律 第 六 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 市 町 が 設

立 す る 土 地 開 発 公 社 の 認 可 及 び 監 督 に 係 る も の に

限 る 。 ） 。  

 1
0  ス ポ ー ツ 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  ス ポ ー ツ の 推 進 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 二  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条
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例 第 九 十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 三  地 域 ス ポ ー ツ の 充 実 に 関 す る こ と 。  

 四  広 域 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る こ と 。  

 五  県 営 ス ポ ー ツ 施 設 に 関 す る こ と （ 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ

ー デ ン 、 総 合 競 技 場 、 松 阪 野 球 場 及 び ラ イ フ ル 射 撃

場 に 限 る 。 ） 。  

 六  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 七  都 市 公 園 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 七 十 九 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 五 十 鈴 公 園 の 管 理 及 び 保 全 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 。  

 1
1  競 技 力 向 上 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 競 技 力 の 向 上 に 関

す る こ と と す る 。  

 1
2  南 部 地 域 活 性 化 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 一  南 部 地 域 の 活 性 化 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。  

 二  過 疎 地 域 対 策 及 び 離 島 振 興 対 策 に 関 す る こ と 。  

 1
3  東 紀 州 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  東 紀 州 地 域 の 活 性 化 に 関 す る こ と 。  

 二  世 界 遺 産 熊 野 古 道 の 活 用 に 関 す る こ と 。  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  担 い 手 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ６  担 い 手 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

 十  人 ・ 農 地 プ ラ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。  

十 ～ 十 九  （ 略 ）  十 一 ～ 二 十  （ 略 ）  

７ ～ 1
8  （ 略 ）  ７ ～ 1
8  （ 略 ）  

1
9  水 産 資 源 管 理 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 1
9  水 産 資 源 管 理 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  第 四 十 四 回 全 国 豊 か な 海 づ く り 大 会 の 推 進 に 関

す る こ と 。  

 

七 ～ 十 五  （ 略 ）  六 ～ 十 四  （ 略 ）  

十 六  特 定 水 産 動 植 物 等 の 国 内 流 通 の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 七 十 九 号 ） の 施 行 に 関 す

る こ と 。  

 

2
0  （ 略 ）  2
0  （ 略 ）  

第 十 三 条  雇 用 経 済 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  第 十 三 条  雇 用 経 済 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

 二  国 際 戦 略 課  

二  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

三  障 が い 者 雇 用 ・ 就 労 促 進 課   

四 ～ 六  （ 略 ）  四 ～ 六  （ 略 ）  

七  産 業 イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 課   

八 ・ 九  （ 略 ）  七 ・ 八  （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 ２  観 光 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

 一  観 光 政 策 課  

 二  観 光 資 源 課  

 三  観 光 誘 客 推 進 課  

 四  海 外 誘 客 課  

２  雇 用 経 済 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ３  雇 用 経 済 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 
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一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  み え 産 業 振 興 ビ ジ ョ ン に 関 す る こ と 。  五  み え 産 業 振 興 戦 略 に 関 す る こ と 。  
六 ～ 十  （ 略 ）  六 ～ 十  （ 略 ）  

 ４  国 際 戦 略 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  ポ ス ト サ ミ ッ ト に 関 す る 総 合 的 な 企 画 及 び 調 整

に 関 す る こ と 。  

 二  み え 国 際 展 開 に 関 す る 基 本 方 針 に 基 づ く 、 国 際 戦

略 の 総 合 的 な 企 画 、 調 整 及 び 推 進 に 関 す る こ と 。  

 三  県 内 企 業 の 海 外 連 携 及 び 展 開 に 関 す る こ と 。  

 四  国 際 貢 献 及 び 国 際 交 流 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 五  公 益 財 団 法 人 国 際 環 境 技 術 移 転 セ ン タ ー に 関 す

る こ と 。  

３  雇 用 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ５  雇 用 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  雇 用 対 策 の 調 整 及 び 推 進 に 関 す る こ と 。  

 二  緊 急 雇 用 対 策 に 関 す る こ と 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  三 ～ 五  （ 略 ）  

 六  労 働 者 の 技 能 の 習 得 及 び 向 上 に 関 す る こ と 。  

四 ・ 五  （ 略 ）  七 ・ 八  （ 略 ）  

 九  労 働 者 の 福 祉 の 向 上 に 関 す る こ と 。  

 十  労 働 組 合 に 関 す る こ と 。  

 十 一  労 働 問 題 一 般 に つ い て の 相 談 に 関 す る こ と 。  

 十 二  労 働 情 勢 の 調 査 に 関 す る こ と 。  

 十 三  労 働 関 係 施 設 及 び 労 働 福 祉 団 体 に 関 す る こ と 。 

六 ～ 八  （ 略 ）  十 四 ～ 十 六  （ 略 ）  

 十 七  中 小 企 業 に お け る 労 働 力 の 確 保 及 び 良 好 な 雇

用 の 機 会 の 創 出 の た め の 雇 用 管 理 の 改 善 の 促 進 に

関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と 。  

 十 八  介 護 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 四 年 法 律 第 六 十 三 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。 

 十 九  障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十

五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十  高 年 齢 者 等 の 雇 用 の 安 定 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

四 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

九  （ 略 ）  二 十 一  （ 略 ）  

 二 十 二  労 働 者 協 同 組 合 法 （ 令 和 二 年 法 律 第 七 十 八

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

４  障 が い 者 雇 用 ・ 就 労 促 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お

り と す る 。  

 

一  緊 急 雇 用 対 策 に 関 す る こ と 。   

二  労 働 者 の 技 能 の 習 得 及 び 向 上 に 関 す る こ と 。   

三  労 働 者 の 福 祉 の 向 上 に 関 す る こ と 。   

四  労 働 組 合 に 関 す る こ と 。   

五  労 働 問 題 一 般 に つ い て の 相 談 に 関 す る こ と 。   

六  労 働 情 勢 の 調 査 に 関 す る こ と 。   

七  労 働 関 係 施 設 及 び 労 働 福 祉 団 体 に 関 す る こ と 。   

八  障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五

年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

九  高 年 齢 者 等 の 雇 用 の 安 定 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四

十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  
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十  中 小 企 業 に お け る 労 働 力 の 確 保 及 び 良 好 な 雇 用

の 機 会 の 創 出 の た め の 雇 用 管 理 の 改 善 の 促 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す

る こ と 。  

 

十 一  介 護 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 四 年 法 律 第 六 十 三 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。 

 

十 二  労 働 者 協 同 組 合 法 （ 令 和 二 年 法 律 第 七 十 八 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

５ ～ ７  （ 略 ）  ６ ～ ８  （ 略 ）  

８  産 業 イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お

り と す る 。  

 

 一  先 進 的 な 新 事 業 の 創 出 促 進 に 関 す る こ と 。   

 二  中 小 企 業 等 に お け る デ ジ タ ル ト ラ ン ス フ ォ ー メ

ー シ ョ ン の 推 進 及 び 人 材 育 成 に 関 す る こ と 。  

 

９  企 業 誘 致 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ９  企 業 誘 致 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  県 内 企 業 の 海 外 連 携 及 び 展 開 に 関 す る こ と 。   

四 ～ 六  （ 略 ）  三 ～ 五  （ 略 ）  

1
0  （ 略 ）  1
0  （ 略 ）  

 1
1  観 光 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  観 光 振 興 の 総 合 的 な 企 画 、 調 整 及 び 推 進 に 関 す る

こ と 。  

 二  み え の 観 光 振 興 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重

県 条 例 第 三 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 三  観 光 マ ー ケ テ ィ ン グ に 関 す る こ と 。  

 四  三 重 県 観 光 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 五  旅 行 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 六  通 訳 案 内 士 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 十 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 1
2  観 光 資 源 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  観 光 コ ン テ ン ツ の 創 出 及 び 磨 き 上 げ に 関 す る こ

と 。  

 二  公 益 社 団 法 人 三 重 県 観 光 連 盟 に 関 す る こ と 。  

 1
3  観 光 誘 客 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一  国 内 か ら の 誘 客 に 関 す る こ と 。  

 二  観 光 産 業 の 支 援 に 関 す る こ と 。  

 1
4  海 外 誘 客 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  海 外 か ら の 誘 客 に 関 す る こ と 。  

 二  Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ の 誘 致 に 関 す る こ と 。  

第 九 款 の 二  観 光 部 の 課 及 び 分 掌 事 務   

第 十 三 条 の 二  観 光 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。   

一  観 光 総 務 課   

二  観 光 戦 略 課   

三  観 光 振 興 課   

四  観 光 誘 客 推 進 課   

五  海 外 誘 客 課   

２  観 光 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  部 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。   

二  部 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。   
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三  部 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。   

四  部 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。   
五  観 光 部 関 係 の 公 益 法 人 及 び 移 行 法 人 に 関 す る こ

と 。  

 
六  観 光 部 に 関 連 す る 団 体 の 人 権 啓 発 に 関 す る こ と 。  

七  旅 行 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

 

３  観 光 戦 略 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  観 光 振 興 の 総 合 的 な 企 画 、 調 整 及 び 推 進 に 関 す る

こ と 。  

 

二  み え の 観 光 振 興 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重

県 条 例 第 三 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

三  観 光 に 係 る 統 計 及 び マ ー ケ テ ィ ン グ に 関 す る こ

と 。  

 

四  三 重 県 観 光 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

４  観 光 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  観 光 コ ン テ ン ツ の 創 出 及 び 磨 き 上 げ に 関 す る こ

と 。  

 

二  観 光 旅 行 者 の 受 入 れ 環 境 整 備 の 促 進 に 関 す る こ

と 。  

 

三  公 益 社 団 法 人 三 重 県 観 光 連 盟 に 関 す る こ と 。   

５  観 光 誘 客 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  国 内 か ら の 誘 客 に 関 す る こ と 。   

二  観 光 産 業 の 支 援 に 関 す る こ と 。   

６  海 外 誘 客 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  海 外 か ら の 誘 客 に 関 す る こ と 。   

二  Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ の 誘 致 に 関 す る こ と 。   

三  通 訳 案 内 士 法 （ 昭 和 二 十 四 年 第 二 百 十 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

 

第 十 四 条  （ 略 ）  第 十 四 条  （ 略 ）  

２ ～ 1
1  （ 略 ）  ２ ～ 1
1  （ 略 ）  

1
2  河 川 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
2  河 川 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 （ 平 成 十 五 年 法 律

第 七 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

1
3
～ 1
5  （ 略 ）  1
3
～ 1
5  （ 略 ）  

1
6  都 市 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
6  都 市 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  花 と み ど り の 三 重 づ く り 条 例 （ 令 和 五 年 三 重 県 条

例 第 二 十 六 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 他 部 の 所 管 に

属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 

六 ～ 十 六  （ 略 ）  五 ～ 十 五  （ 略 ）  

1
7
～ 2
2  （ 略 ）  1
7
～ 2
2  （ 略 ）  

 第 十 款 の 二  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 の 課 及 び 分

掌 事 務  

 第 十 四 条 の 二  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を

置 く 。  

 一  デ ジ タ ル 戦 略 企 画 課  

 二  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課  

 三  デ ジ タ ル 事 業 推 進 課  
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 ２  デ ジ タ ル 戦 略 企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  局 内 の 組 織 及 び 職 員 に 関 す る こ と 。  

 二  局 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

 三  局 内 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 四  局 内 の 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。  

 五  デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 に 関 す る 施 策 の 企 画 及 び 総

合 調 整 に 関 す る こ と 。  

 ３  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  デ ジ タ ル 改 革 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 二  市 町 の デ ジ タ ル 化 支 援 に 関 す る こ と 。  

 三  情 報 通 信 基 盤 の 整 備 及 び 運 用 に 関 す る こ と 。  

 四  情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 関 す る こ と 。  

 ４  デ ジ タ ル 事 業 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  先 進 的 な 新 事 業 の 創 出 促 進 に 関 す る こ と 。  

 二  人 材 育 成 を 通 じ た 、 Ｉ Ｃ Ｔ ・ デ ー タ 活 用 に よ る 社

会 全 体 の デ ジ タ ル 化 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

（ 班 ）  （ 班 ）  

第 十 八 条  （ 略 ）  第 十 八 条  （ 略 ）  

２  班 の 設 置 及 び 名 称 は 、 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 部

長 及 び 出 納 局 長 が 別 に 定 め る 。  

２  班 の 設 置 及 び 名 称 は 、 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 部

長 、 デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長 及 び 出 納 局 長 が 別 に 定 め

る 。  

第 十 八 条 の 二  （ 略 ）  第 十 八 条 の 二  （ 略 ）  

 （ 最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 ）  

 第 十 八 条 の 三  本 庁 に 最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 を 置 き 、 そ の

職 務 は 、 知 事 の 命 を 受 け て デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 に 係 る

企 画 立 案 及 び 調 整 に 関 す る 事 務 を 掌 理 し 、 当 該 事 務 に

つ い て 全 庁 を 指 導 統 括 す る こ と と す る 。  

（ 職 制 ）  （ 職 制 ）  

第 十 九 条  本 庁 に お い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を

そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職

務 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

第 十 九 条  本 庁 に お い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を

そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職

務 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

 職  組 織  職 務    職  組 織  職 務   

 部 長  部  県 政 運 営 の 全 般 に 参 画 し 、 知

事 の 命 を 受 け て 部 の 事 務 を

掌 理 し 、 部 下 職 員 を 指 揮 監 督

す る 。  

  部 長  部  県 政 運 営 の 全 般 に 参 画 し 、 知

事 の 命 を 受 け て 部 の 事 務 を

掌 理 し 、 部 下 職 員 を 指 揮 監 督

す る 。  

 

      デ ジ タ ル 社 会

推 進 局 長  

デ ジ タ ル 社 会

推 進 局  

県 政 運 営 の 全 般 に 参 画 し 、 知

事 の 命 を 受 け て デ ジ タ ル 社

会 推 進 局 の 事 務 を 掌 理 し 、 部

下 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 副 部 長  部  部 長 を 補 佐 し て 、 部 下 職 員 を

指 揮 監 督 し 、 部 長 に 事 故 が あ

る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す

る 。 ま た 、 上 司 の 命 を 受 け て

あ ら か じ め 定 め ら れ た 課 の  

  副 部 長  部  部 長 を 補 佐 し て 、 部 下 職 員 を

指 揮 監 督 し 、 部 長 に 事 故 が あ

る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す

る 。 ま た 、 上 司 の 命 を 受 け て

あ ら か じ め 定 め ら れ た 課 の  
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   事 務 を 掌 理 し 、 部 下 職 員 を 指

揮 監 督 す る 。  

    事 務 を 掌 理 し 、 部 下 職 員 を 指

揮 監 督 す る 。  

 

      副 局 長  デ ジ タ ル 社 会

推 進 局  

デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長 を 補

佐 し て 、 部 下 職 員 を 指 揮 監 督

し 、 デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長 に

事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務

を 代 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 危 機 管 理 地 域

統 括 監  

防 災 対 策 部  上 司 の 命 を 受 け て 危 機 管 理

に 関 し て 関 係 地 域 機 関 を 統

括 し 、 危 機 が 生 じ た 場 合 又 は

生 じ る お そ れ が あ る 場 合 に

お け る 緊 急 的 対 応 に 関 す る

事 務 に つ い て 、 関 係 職 員 を 指

揮 監 督 す る 。  

  危 機 管 理 地 域

統 括 監  

防 災 対 策 部  上 司 の 命 を 受 け て 危 機 管 理

に 関 し て 関 係 地 域 機 関 を 統

括 し 、 危 機 が 生 じ た 場 合 又 は

生 じ る お そ れ が あ る 場 合 に

お け る 緊 急 的 対 応 に 関 す る

事 務 に つ い て 、 関 係 職 員 を 指

揮 監 督 す る 。  

 

      副 最 高 デ ジ タ

ル 責 任 者  

デ ジ タ ル 社 会

推 進 局  

最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 を 補 佐

し て 、 デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 に

係 る 企 画 立 案 及 び 調 整 に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 副 参 事  部 、 局 、 出 納

局 、 課 及 び プ

ロ ジ ェ ク ト チ

ー ム （ 以 下 こ

の 条 に お い て

「 課 等 」 と い

う 。 ）  

上 司 の 命 を 受 け て 特 定 の 事

務 を 処 理 す る 。  

  副 参 事  部 、 デ ジ タ ル

社 会 推 進 局 、

局 、 出 納 局 、

課 及 び プ ロ ジ

ェ ク ト チ ー ム

（ 以 下 こ の 条

に お い て 「 課

等 」 と い う 。 ） 

上 司 の 命 を 受 け て 特 定 の 事

務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 企 画 員  課  上 司 の 命 を 受 け て 部 の 企 画

に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  企 画 員  課  上 司 の 命 を 受 け て 部 又 は デ

ジ タ ル 社 会 推 進 局 の 企 画 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 局 付  局 及 び 出 納 局  上 司 の 命 を 受 け て 局 又 は 出

納 局 の 特 定 の 事 務 を 処 理 す

る 。  

  局 付  デ ジ タ ル 社 会

推 進 局 、 局 及

び 出 納 局  

上 司 の 命 を 受 け て デ ジ タ ル

社 会 推 進 局 、 局 又 は 出 納 局 の

特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理 す る

た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ 同 表 の 中

欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理 す る

た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ 同 表 の 中

欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

 職  組 織  職 務    職  組 織  職 務   

 コ ン プ ラ イ ア

ン ス 総 括 監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 全 庁 的 な

コ ン プ ラ イ ア ン ス の 取 組 の

総 括 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

      

 ひ と づ く り 政

策 総 括 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 人 づ く り

施 策 （ 職 員 に 係 る も の を 除  

  ひ と づ く り 政

策 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 人 づ く り

施 策 （ 職 員 に 係 る も の を 除  
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   く 。 ） に 係 る 総 合 調 整 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

    く 。 ） に 係 る 総 合 調 整 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ

ク ト 総 括 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ ミ

ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 係

る 総 合 調 整 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。  

  ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ

ク ト 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ ミ

ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 係

る 総 合 調 整 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。  

 

 プ ロ モ ー シ ョ

ン 総 括 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て プ ロ モ ー

シ ョ ン の 推 進 に 係 る 総 合 調

整 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。 

      

 太 平 洋 ・ 島 サ

ミ ッ ト 推 進 総

括 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 太 平 洋 ・ 島

サ ミ ッ ト に 係 る 総 合 調 整 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  コ ン プ ラ イ ア

ン ス 総 括 監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 全 庁 的 な

コ ン プ ラ イ ア ン ス の 取 組 の

総 括 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 へ き 地 医 療 総

括 監  

医 療 保 健 部  上 司 の 命 を 受 け て へ き 地 医

療 等 に 従 事 す る 医 師 の 育 成

支 援 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

  へ き 地 医 療 総

括 監  

医 療 保 健 部  上 司 の 命 を 受 け て へ き 地 医

療 等 に 従 事 す る 医 師 の 育 成

支 援 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

 

 子 ど も 政 策 総

括 監  

子 ど も ・ 福 祉

部  

上 司 の 命 を 受 け て 子 ど も 政

策 に 係 る 総 合 調 整 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

      

 廃 棄 物 対 策 総

括 監  

環 境 共 生 局  上 司 の 命 を 受 け て 廃 棄 物 対

策 に 係 る 総 合 調 整 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

      

 首 都 圏 営 業 拠

点 運 営 総 括 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 首 都 圏 営

業 拠 点 の 運 営 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

  首 都 圏 営 業 拠

点 運 営 総 括 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 首 都 圏 営

業 拠 点 の 運 営 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

 

      太 平 洋 ・ 島 サ

ミ ッ ト 推 進 総

括 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 太 平 洋 ・ 島

サ ミ ッ ト に 係 る 総 合 調 整 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）   （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  

 工 事 検 査 総 括

監  

県 土 整 備 部  副 知 事 又 は 上 司 の 命 を 受 け

て 工 事 の 検 査 及 び 特 定 の 事

務 を 処 理 す る 。  

  工 事 検 査 総 括

監  

県 土 整 備 部  副 知 事 又 は 上 司 の 命 を 受 け

て 工 事 の 検 査 及 び 特 定 の 事

務 を 処 理 す る 。  

 

 コ ン プ ラ イ ア

ン ス ・ 労 使 協

働 推 進 監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 部 内 の 人

権 施 策 及 び 危 機 管 理 並 び に

コ ン プ ラ イ ア ン ス 及 び 労 使

協 働 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

  コ ン ビ ナ ー ト

防 災 監  

防 災 対 策 部  上 司 の 命 を 受 け て 石 油 コ ン

ビ ナ ー ト の 防 災 保 安 対 策 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 企 画 調 整 監  総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 部 の 企 画

及 び 議 会 と の 調 整 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

      

 県 民 の 声 相 談

監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 県 民 か ら

の 意 見 等 に 係 る 総 合 調 整 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

      

 ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ

ク ト 推 進 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ ミ

ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ

ク ト 推 進 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ ミ

ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  
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           プ ロ モ ー シ ョ

ン 推 進 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て プ ロ モ ー

シ ョ ン の 推 進 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

  県 民 の 声 相 談

監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 県 民 か ら

の 意 見 等 に 係 る 総 合 調 整 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 太 平 洋 ・ 島 サ

ミ ッ ト 推 進 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 太 平 洋 ・ 島

サ ミ ッ ト に 関 す る 事 務 を 処

理 す る 。  

  コ ン プ ラ イ ア

ン ス ・ 労 使 協

働 推 進 監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 部 内 の 人

権 施 策 及 び 危 機 管 理 並 び に

コ ン プ ラ イ ア ン ス 及 び 労 使

協 働 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

 

 人 権 ・ 危 機 管

理 監  

地 域 連 携 ・ 交

通 部 、 医 療 保

健 部 、 子 ど

も ・ 福 祉 部 、

農 林 水 産 部 、

雇 用 経 済 部 及

び 県 土 整 備 部  

上 司 の 命 を 受 け て 部 内 の 人

権 施 策 及 び 危 機 管 理 等 に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  企 画 調 整 監  総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 部 の 企 画

及 び 議 会 と の 調 整 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

 

 コ ン ビ ナ ー ト

防 災 監  

防 災 対 策 部  上 司 の 命 を 受 け て 石 油 コ ン

ビ ナ ー ト の 防 災 保 安 対 策 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  人 権 ・ 危 機 管

理 監  

医 療 保 健 部 、

子 ど も ・ 福 祉

部 、 地 域 連 携

部 、 農 林 水 産

部 、 雇 用 経 済

部 及 び 県 土 整

備 部  

上 司 の 命 を 受 け て 部 内 の 人

権 施 策 及 び 危 機 管 理 等 に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 地 域 共 生 社 会

推 進 監  

子 ど も ・ 福 祉

部  

上 司 の 命 を 受 け て 地 域 共 生

社 会 の 推 進 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。  

  地 域 共 生 社 会

推 進 監  

子 ど も ・ 福 祉

部  

上 司 の 命 を 受 け て 地 域 共 生

社 会 の 推 進 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。  

 

      子 ど も 虐 待 対

策 ・ 里 親 制 度

推 進 監  

子 ど も ・ 福 祉

部  

上 司 の 命 を 受 け て 児 童 虐 待

対 策 及 び 里 親 制 度 の 推 進 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 機 関 長  農 林 水 産 部 水

産 資 源 管 理 課  

上 司 の 命 を 受 け て 漁 業 取 締

船 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。 

  機 関 長  農 林 水 産 部 水

産 資 源 管 理 課  

上 司 の 命 を 受 け て 漁 業 取 締

船 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。 

 

      障 が い 者 雇 用

推 進 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 障 が い 者

雇 用 等 の 推 進 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

 

      太 平 洋 ・ 島 サ

ミ ッ ト 推 進 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 太 平 洋 ・ 島

サ ミ ッ ト に 関 す る 事 務 を 処

理 す る 。  

 

      緊 急 経 済 対 策

監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 緊 急 経 済

対 策 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

 

      Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致

推 進 監  

観 光 局  上 司 の 命 を 受 け て Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ

の 誘 致 に 関 す る 事 務 を 処 理

す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 分 掌 事 務 ）  （ 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 八 条  設 置 条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 食 肉 衛

生 検 査 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

第 三 十 八 条  設 置 条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 食 肉 衛

生 検 査 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  と 畜 及 び 食 鳥 処 理 に 係 る 統 計 に 関 す る こ と 。  一  と 畜 及 び 食 鳥 に 係 る 統 計 に 関 す る こ と 。  
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二 ～ 六  （ 略 ）  二 ～ 六  （ 略 ）  

七  と 畜 及 び 食 鳥 処 理 の 調 査 研 究 に 関 す る こ と 。  七  と 畜 の 病 理 組 織 学 的 調 査 研 究 に 関 す る こ と 。  

 八  と 畜 の 血 液 血 清 学 的 調 査 研 究 に 関 す る こ と 。  

 九  と 畜 の 細 菌 学 的 調 査 研 究 に 関 す る こ と 。  

 十  食 肉 の 寄 生 虫 及 び 原 虫 の 調 査 研 究 に 関 す る こ と 。 

 十 一  食 肉 の 分 析 及 び 鑑 定 に 関 す る こ と 。  

 十 二  と 畜 場 の 汚 水 試 験 に 関 す る こ と 。  

八  そ の 他 と 畜 及 び 食 鳥 処 理 に 関 す る こ と 。  十 三  そ の 他 と 畜 及 び 食 鳥 に 関 す る こ と 。  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  農 政 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  農 政 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 二 十 四  （ 略 ）  一 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

 二 十 五  人 ・ 農 地 プ ラ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。  

二 十 五 ～ 四 十 三  （ 略 ）  二 十 六 ～ 四 十 四  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

５  農 政 ・ 農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ５  農 政 ・ 農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 十 六  （ 略 ）  一 ～ 三 十 六  （ 略 ）  

 三 十 七  人 ・ 農 地 プ ラ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。  

三 十 七 ～ 六 十  （ 略 ）  三 十 八 ～ 六 十 一  （ 略 ）  

６ ～ 1
3  （ 略 ）  ６ ～ 1
3  （ 略 ）  

（ 部 及 び 室 の 設 置 並 び に 分 掌 事 務 ）  （ 部 及 び 室 の 設 置 並 び に 分 掌 事 務 ）  

第 八 十 六 条  （ 略 ）  第 八 十 六 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  医 療 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  医 療 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  地 域 療 育 支 援 に 関 す る こ と 。   

十 二 ・ 十 三  （ 略 ）  十 一 ・ 十 二  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

５  発 達 総 合 支 援 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ５  発 達 総 合 支 援 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

 十  地 域 療 育 支 援 に 関 す る こ と 。  

十  （ 略 ）  十 一  （ 略 ）  

６  （ 略 ）  ６  （ 略 ）  

７  子 ど も 心 身 発 達 医 療 セ ン タ ー に 地 域 連 携 室 を 置 き 、

そ の 分 掌 事 務 は 、 地 域 に お け る 関 係 機 関 の 連 携 強 化 に

関 す る こ と と す る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 三 重 県 公 印 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  三 重 県 公 印 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 公 印 の 種 類 ）  （ 公 印 の 種 類 ）  

第 二 条  公 印 の 種 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と

す る 。  

第 二 条  公 印 の 種 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と

す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

 六  最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 印  

六  （ 略 ）  七  （ 略 ）  
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七  部 長 （ 出 納 局 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 印  八  部 長 （ デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長 及 び 出 納 局 長 を

含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 印  
八  総 務 部 デ ジ タ ル 推 進 局 長 印  九  環 境 生 活 部 廃 棄 物 対 策 局 長 印  

九  地 域 連 携 ・ 交 通 部 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 印  十  地 域 連 携 部 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 印  

十  地 域 連 携 ・ 交 通 部 南 部 地 域 振 興 局 長 印  十 一  地 域 連 携 部 南 部 地 域 活 性 化 局 長 印  

十 一  環 境 生 活 部 環 境 共 生 局 長 印  十 二  雇 用 経 済 部 観 光 局 長 印  

十 二 ～ 二 十 三  （ 略 ）  十 三 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

別 表 最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 印 の 項 を 削 り 、 部 長 印 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 環 境 生 活 部 廃 棄 物 対 策 局 長 印 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 地 域 連 携 部 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 印 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 地 域 連 携 部 南 部 地 域 活 性 化 局 長 印 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

部 長 印  

方  二 三  

 

三
重

県

（
部

名
又

は
局

名
）

長
之

印
 

 

て ん 書  木  公 文 書 用  

総 務 部  

政 策 企 画 部  

地 域 連 携 ・ 交 通 部  

防 災 対 策 部  

医 療 保 健 部  

子 ど も ・ 福 祉 部  

環 境 生 活 部  

農 林 水 産 部  

雇 用 経 済 部  

観 光 部  

県 土 整 備 部  

出 納 局  

方  二 三  

 

三
重

県
（
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名
又
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名
）

長
之

印
 

（
 

 
 
）

 

 

て ん 書  木  公 文 書 用  

総 務 部 （ 二 ）  

政 策 企 画 部 （ 二 ） 

医 療 保 健 部 （ 二 ）

子 ど も ・ 福 祉 部

（ 二 ）  

環 境 生 活 部 （ 二 ）

農 林 水 産 部 （ 二 ）

県 土 整 備 部 （ 三 ）

（ 四 ） （ 五 ）  

総 務 部

デ ジ タ

ル 推 進

局 長 印  

方  二 三  
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て ん 書  木  公 文 書 用  総 務 部  
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通 部 ス

ポ ー ツ

推 進 局

長 印  
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て ん 書  木  公 文 書 用  地 域 連 携 ・ 交 通 部  
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別 表 雇 用 経 済 部 観 光 局 長 印 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 出 納 員 印 の 項 中  

 「                 「  

 戦 略 企 画 部 （ 二 ）   

を  
 総 務 部 （ 二 ） （ 三 ）   

に 改 め る 。  
 総 務 部 （ 二 ）      

                 」                 」  

 （ 三 重 県 公 報 発 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

３  三 重 県 公 報 発 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 三 重 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 配 布 ）  （ 配 布 ）  

第 七 条  公 報 は 次 に 掲 げ る 箇 所 に 配 布 す る 。  第 七 条  公 報 は 次 に 掲 げ る 箇 所 に 配 布 す る 。  

一  総 務 部 情 報 公 開 課  一  戦 略 企 画 部 情 報 公 開 課  

二 ・ 三  （ 略 ）  二 ・ 三  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 三 重 県 災 害 対 策 本 部 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

４  三 重 県 災 害 対 策 本 部 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 八 年 三 重 県 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 災 害 対 策 本 部 の 組 織 ）  （ 災 害 対 策 本 部 の 組 織 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  本 部 員 は 、 危 機 管 理 統 括 監 、 本 庁 各 部 局 長 （ 出

納 局 長 を 含 む 。 ） 、 企 業 庁 長 、 病 院 事 業 庁 長 、 教

育 長 及 び 警 察 本 部 長 を も つ て 充 て る 。  

３  本 部 員 は 、 危 機 管 理 統 括 監 、 本 庁 各 部 局 長 （ デ

ジ タ ル 社 会 推 進 局 長 及 び 出 納 局 長 を 含 む 。 ） 、 企

業 庁 長 、 病 院 事 業 庁 長 、 教 育 長 及 び 警 察 本 部 長 を

も つ て 充 て る 。  

（ 三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

５  三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 用 語 の 定 義 ）  （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語

の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語

の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  主 務 部 長  三 重 県 部 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 三

重 県 条 例 第 六 号 ） に 定 め る 部 の 長 、 出 納 局 長 、

一  主 務 部 長  三 重 県 部 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 三

重 県 条 例 第 六 号 ） に 定 め る 部 及 び デ ジ タ ル 社 会

地 域 連

携 ・ 交

通 部 南

部 地 域

振 興 局

長 印  
方  二 三  
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て ん 書  木  公 文 書 用  地 域 連 携 ・ 交 通 部  

環 境 生

活 部 環

境 共 生

局 長 印  

方  二 三  

 

三
重

県
環

境
生

活
部

環
境

共
生

局
長

印
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教 育 長 、 警 察 本 部 長 、 議 会 事 務 局 長 、 人 事 委 員

会 事 務 局 長 及 び 監 査 委 員 事 務 局 長 を い う 。  

推 進 局 の 長 並 び に 出 納 局 長 、 教 育 長 、 警 察 本 部

長 、 議 会 事 務 局 長 、 人 事 委 員 会 事 務 局 長 及 び 監

査 委 員 事 務 局 長 を い う 。  
二 ～ 六  （ 略 ）  二 ～ 六  （ 略 ）  

（ 準 用 ）  （ 準 用 ）  

第 十 九 条  デ ジ タ ル 推 進 局 長 、 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 、

南 部 地 域 振 興 局 長 及 び 環 境 共 生 局 長 が 掌 理 す る 特

定 の 事 務 に 係 る 予 算 の 執 行 に つ い て は 、 第 四 条 及

び 第 十 二 条 か ら 第 十 六 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 四 条 及 び 第 十 二 条 か ら 第 十

六 条 ま で の 規 定 中 「 主 務 部 長 」 と あ る の は 「 デ ジ

タ ル 推 進 局 長 、 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 、 南 部 地 域 振 興

局 長 及 び 環 境 共 生 局 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 九 条  廃 棄 物 対 策 局 長 、 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 、 南

部 地 域 活 性 化 局 長 及 び 観 光 局 長 が 掌 理 す る 特 定 の

事 務 に 係 る 予 算 の 執 行 に つ い て は 、 第 四 条 及 び 第

十 二 条 か ら 第 十 六 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 四 条 及 び 第 十 二 条 か ら 第 十 六 条

ま で の 規 定 中 「 主 務 部 長 」 と あ る の は 「 廃 棄 物 対

策 局 長 、 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 、 南 部 地 域 活 性 化 局 長

及 び 観 光 局 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 三 重 県 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 簿 等 閲 覧 規 則 の 一 部 改 正 ）  

６  三 重 県 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 簿 等 閲 覧 規 則 （ 昭 和 四 十 年 三 重 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 閲 覧 所 の 設 置 ）  （ 閲 覧 所 の 設 置 ）  

第 一 条  不 動 産 の 鑑 定 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭

和 三 十 九 年 政 令 第 五 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ き 、 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 簿 そ の 他 の 書 類 （ 以 下

「 登 録 簿 等 」 と い う 。 ） を 公 衆 の 閲 覧 に 供 す る た

め 、 三 重 県 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 簿 閲 覧 所 （ 以 下 「 閲

覧 所 」 と い う 。 ） を 、 三 重 県 地 域 連 携 ・ 交 通 部 に

設 け る 。  

第 一 条  不 動 産 の 鑑 定 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭

和 三 十 九 年 政 令 第 五 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ き 、 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 簿 そ の 他 の 書 類 （ 以 下

「 登 録 簿 等 」 と い う 。 ） を 公 衆 の 閲 覧 に 供 す る た

め 、 三 重 県 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 簿 閲 覧 所 （ 以 下 「 閲

覧 所 」 と い う 。 ） を 、 三 重 県 地 域 連 携 部 に 設 け る 。 

（ 三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

７  三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 保 管 工 作 物 等 の 掲 示 場 所 ）  （ 保 管 工 作 物 等 の 掲 示 場 所 ）  

第 六 条  条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 場 所 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 都 市 公 園 ご と に そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 建 設 事 務 所 及 び 課 の 掲 示

場 と す る 。  

第 六 条  条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 場 所 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 都 市 公 園 ご と に そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 建 設 事 務 所 及 び 課 の 掲 示

場 と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

七  五 十 鈴 公 園  三 重 県 地 域 連 携 ・ 交 通 部 ス ポ ー

ツ 推 進 局 ス ポ ー ツ 推 進 課  

七  五 十 鈴 公 園  三 重 県 地 域 連 携 部 ス ポ ー ツ 推 進

局 ス ポ ー ツ 推 進 課  

（ 旅 費 、 食 糧 費 等 に 関 す る 開 示 基 準 規 則 の 一 部 改 正 ）  

８  旅 費 、 食 糧 費 等 に 関 す る 開 示 基 準 規 則 （ 平 成 八 年 三 重 県 規 則 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 事 前 協 議 ）  （ 事 前 協 議 ）  

第 六 条  三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年

三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） 第 三 条 又 は 第 五 条 の 規 定

に 基 づ く 専 決 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 同 種 の

事 前 協 議 を 行 っ た こ と が あ る と き を 除 き 、 総 務 部

で 情 報 公 開 を 担 当 す る 課 の 課 長 に 事 前 協 議 す る も

の と す る 。  

第 六 条  三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年

三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） 第 三 条 又 は 第 五 条 の 規 定

に 基 づ く 専 決 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 同 種 の

事 前 協 議 を 行 っ た こ と が あ る と き を 除 き 、 戦 略 企

画 部 で 情 報 公 開 を 担 当 す る 課 の 課 長 に 事 前 協 議 す

る も の と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  
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（ 三 重 県 営 サ ン ア リ ー ナ 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

９  三 重 県 営 サ ン ア リ ー ナ 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 年 三 重 県 規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 庶 務 ）  （ 庶 務 ）  

第 八 条  選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 観 光 部 に お い て 処 理

す る 。  

第 八 条  選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 雇 用 経 済 部 に お い て

処 理 す る 。  

（ 三 重 県 立 熊 野 古 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 の 一 部 改 正 ）  

1
0  三 重 県 立 熊 野 古 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 三 重 県 規 則 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 庶 務 ）  （ 庶 務 ）  

第 七 条  選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 地 域 連 携 ・ 交 通 部 に

お い て 処 理 す る 。  

第 七 条  選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 地 域 連 携 部 に お い て

処 理 す る 。  

（ 三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 等 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 の 一 部 改 正 ）  

1
1  三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 等 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 三 重 県 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 庶 務 ）  （ 庶 務 ）  

第 七 条  選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 地 域 連 携 ・ 交 通 部 に

お い て 処 理 す る 。  

第 七 条  選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 地 域 連 携 部 に お い て

処 理 す る 。  

（ 一 人 一 台 パ ソ コ ン に 係 る 出 納 の 記 載 等 に 関 す る 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

1
2  一 人 一 台 パ ソ コ ン に 係 る 出 納 の 記 載 等 に 関 す る 特 例 を 定 め る 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第 五 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年

三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 。 以 下 「 会 計 規 則 」 と い う 。 ）

第 百 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 一 人 一 台 パ

ソ コ ン （ 職 員 が 業 務 に お い て 使 用 す る た め 、 総 務

部 に お い て 一 括 し て 購 入 し 、 か つ 、 そ の 所 管 に 属

す る パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

に 係 る 出 納 の 記 載 等 に 関 す る 特 例 を 定 め る も の と

す る 。  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年

三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 。 以 下 「 会 計 規 則 」 と い う 。 ）

第 百 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 一 人 一 台 パ

ソ コ ン （ 職 員 が 業 務 に お い て 使 用 す る た め 、 デ ジ

タ ル 社 会 推 進 局 に お い て 一 括 し て 購 入 し 、 か つ 、

そ の 所 管 に 属 す る パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 出 納 の 記 載 等 に 関 す る 特

例 を 定 め る も の と す る 。  

（ 三 重 県 債 権 の 管 理 及 び 私 債 権 の 徴 収 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

1
3  三 重 県 債 権 の 管 理 及 び 私 債 権 の 徴 収 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  こ の 規 則 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  こ の 規 則 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  部 局  三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 規 則 第 三 十 五 号 ） 第 二 章 に 規 定 す る 本 庁 の 部 、

局 及 び 出 納 局 並 び に 教 育 委 員 会 事 務 局 、 警 察 本

一  部 局  三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 規 則 第 三 十 五 号 ） 第 二 章 に 規 定 す る 本 庁 の 部 、

デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 、 局 及 び 出 納 局 並 び に 教 育

令和5年3月27日 三　重　県　公　報 号　　外

34



部 、 議 会 事 務 局 、 人 事 委 員 会 事 務 局 及 び 監 査 委

員 事 務 局 を い う 。  

委 員 会 事 務 局 、 警 察 本 部 、 議 会 事 務 局 、 人 事 委

員 会 事 務 局 及 び 監 査 委 員 事 務 局 を い う 。  
二  部 局 長  三 重 県 行 政 組 織 規 則 第 十 九 条 に 規 定

す る 部 長 、 局 長 、 理 事 及 び 出 納 局 長 並 び に 教 育

長 、 警 察 本 部 長 、 議 会 事 務 局 長 、 人 事 委 員 会 事

務 局 長 及 び 監 査 委 員 事 務 局 長 を い う 。  

二  部 局 長  三 重 県 行 政 組 織 規 則 第 十 九 条 に 規 定

す る 部 長 、 デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長 、 局 長 、 理 事

及 び 出 納 局 長 並 び に 教 育 長 、 警 察 本 部 長 、 議 会

事 務 局 長 、 人 事 委 員 会 事 務 局 長 及 び 監 査 委 員 事

務 局 長 を い う 。  

三 ・ 四  （ 略 ）  三 ・ 四  （ 略 ）  

 

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 三 月 二 十 七 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 証 券 を も っ て す る 収 入 の 納 付 ）  （ 証 券 を も っ て す る 収 入 の 納 付 ）  

第 三 十 条  （ 略 ）  第 三 十 条  （ 略 ）  

２  令 第 二 十 一 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 小 切 手 等

の 支 払 地 の 区 域 は 、 納 付 し よ う と す る 取 扱 金 融 機 関 が

加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取 扱 地 域 と す る 。  

２  令 第 二 十 一 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 小 切 手 等

の 支 払 地 の 区 域 は 、 納 付 し よ う と す る 取 扱 金 融 機 関 が 加

入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取 扱 地 域 と す る 。 た

だ し 、 企 業 出 納 員 に 納 付 し よ う と す る と き は 、 出 納 取

扱 金 融 機 関 が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取

扱 地 域 に 限 る 。  

別表第 6（第 183 条関係） 別表第 6（第 183 条関係） 

証拠書類の記載要件及び添付書類 証拠書類の記載要件及び添付書類 

 区分 記載要件 添付書類   区分 記載要件 添付書類  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 4  路面復旧費、

固定資産除却費

（撤去費に相当

するもの）、工事

請負費、建物、

構築物、機械及

び装置、及び修

繕費 

1  （略） （略）   4  路面復旧費、固

定資産除却費（撤

去費に相当する

もの）、工事請負

費、建物、構築物、

機械及び装置、及

び修繕費 

1  （略） （略）  

 2  （略） 前払金保証証書その

他前払金保証を証す

る書類 

出来高認定書 

中間前払金認定調書

及び中間前払金保証

証書その他中間前払

金保証を証する書類 

  2  （略） 前払金保証証書 

 

 

出来高認定書 

中間前払金認定調

書及び中間前払金

保証証書 

 

  3  （略） （略）    3  （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 7  委託料及び測

量及び調査費 

1  （略） （略）   7  委託料及び測

量及び調査費 

1  （略） （略）  

 2  前金払、概算

払又は部分払

金の領収済の

ものは領収年

月日及びその

額 

公共工事に関するも

のについては、前払

金保証証書その他前

払金保証を証する書

類 

  2  前金払、概算

払又は部分払

金の領収済の

ものは領収年

月日及びその

額 

公共工事に関するも

のについては、前払

金保証証書 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  
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第 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第2号様式（第9条関係） 

 金 品 亡 失 （ 損 傷 ） 報 告 書 

      年  月  日 

経 由  

 

  三重県知事 宛て 
課所の長氏名 

 

 
 

 

 課 （ 所 ） 名 

報告者職氏名 

 

 番 号 種 類 品質又は規格 単 位 金額又は数量 摘     要  

        

        

        

        

        

 てん末  

 添付書類 １ 所属長意見 
２ 事故証明書又は亡失の場合は所轄署への届出証明書等の写し 

       （届出が不要な場合を除く。） 
     ３ 修繕等の見積書（修繕又は使用が不能な場合を除く。） 
     ４ 損傷状況等の写真及び現場状況図 
     ５ その他参考になるもの 
備考 １ 摘要欄には、購入日、価格、保管転換日等を記入すること。 
   ２ 副本を作成すること。 
   ３ 管財課又は地域防災総合事務所が集中管理する物品を亡失（損傷）したときは、本様

式により課長又は所長に報告の上、報告を受けた課長又は所長は、別途作成する公文書
により、管財課又は地域防災総合事務所の長を経由して、知事に報告すること。 

 

（規格Ａ４縦） 

令和5年3月27日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 四 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 48 号様式（第 115 条関係） 

 
固定資産滅失（亡失・損傷）報告書 

年  月  日 

経 由 

三重県知事 宛て 

部（所）長          

 

 品 名 
（資産単位物品名） 

構造・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要  

         

         

         

         
         
         
         

 
てん末 

 

添付書類 １ 所属長意見 

２ 事故証明書又は亡失の場合は所轄署への届出証明書等の写し 

       （届出が不要な場合を除く。） 

     ３ 修繕等の見積書（修繕又は使用が不能な場合を除く。） 

     ４ 損傷状況等の写真及び現場状況図 

     ５ その他参考になるもの 

備考 １ 摘要欄には、購入日、価格等を記入すること。 

   ２ 副本を作成すること。 

   ３ 管財課又は地域防災総合事務所が集中管理する公用車等を亡失（損傷）したときは、    

本様式により課長又は所長に報告の上、報告を受けた課長又は所長は、別途作成する公文

書により、管財課又は地域防災総合事務所の長を経由して、知事に報告すること。 

（規格Ａ４縦） 
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成  

さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 物 品 等 調 達 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 三 月 二 十 七 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 四 号  

三 重 県 物 品 等 調 達 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 物 品 等 調 達 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 規 則 第 四 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 単 価 契 約 ）  

第 三 条  出 納 局 長 は 、 会 計 規 則 第 二 条 第 一 号 に 定 め る 部

局 等 及 び 同 条 第 二 号 に 定 め る 所 の 日 常 的 に 使 用 す る 物

品 に つ い て 、 購 入 期 間 、 購 入 業 者 及 び 購 入 単 価 を 定 め

る 契 約 を 行 う こ と が で き る 。  

 

２  総 務 部 長 は 、 前 項 の 部 局 等 及 び 所 の 利 用 に 供 す る た

め 、 三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三

十 五 号 ） 第 六 条 第 七 項 第 六 号 に 規 定 す る 大 型 複 写 機 及

び こ れ と 一 体 的 に 管 理 す る 複 写 機 の 使 用 に つ い て 、 そ

の 期 間 、 業 者 及 び 単 価 を 定 め る 契 約 を 行 う こ と が で き

る 。  

（ 単 価 契 約 ）  

第 三 条  出 納 局 長 は 、 会 計 規 則 第 二 条 第 一 号 に 定 め る 部

局 等 及 び 同 条 第 二 号 に 定 め る 所 （ 出 納 局 長 が 指 定 す る

所 に 限 る 。 ） の 日 常 的 に 使 用 す る 物 品 に つ い て 、 購 入

期 間 、 購 入 業 者 及 び 購 入 単 価 を 定 め る 契 約 を 行 う こ と

が で き る 。  

２  総 務 部 長 は 、 前 項 の 部 局 等 及 び 所 （ 出 納 局 長 が 指 定

す る 所 に 限 る 。 ） の 利 用 に 供 す る た め 、 三 重 県 行 政 組

織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） 第 八 条 の

二 第 四 項 第 六 号 に 規 定 す る 大 型 複 写 機 及 び こ れ と 一 体

的 に 管 理 す る 複 写 機 の 使 用 に つ い て 、 そ の 期 間 、 業 者

及 び 単 価 を 定 め る 契 約 を 行 う こ と が で き る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 三 月 二 十 七 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 五 号  

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 で 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  部 局 等  三 重 県 部 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 三 重 県 条

例 第 六 号 ） に 規 定 す る 部 、 出 納 局 、 教 育 委 員 会 事 務

局 、 人 事 委 員 会 事 務 局 、 監 査 委 員 事 務 局 、 議 会 事 務

局 及 び 三 重 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一

年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） に 規 定 す る 警 察 本

部 の 課 （ 隊 、 所 及 び 学 校 を 含 む 。 ） を い う 。  

 

 二 ～ 九  （ 略 ）  

（ 出 納 員 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 で 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  部 局 等  三 重 県 部 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 三 重 県 条

例 第 六 号 ） に 規 定 す る 部 、 デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 、 出

納 局 、 教 育 委 員 会 事 務 局 、 人 事 委 員 会 事 務 局 、 監 査

委 員 事 務 局 、 議 会 事 務 局 及 び 三 重 県 警 察 の 組 織 に 関

す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二

号 ） に 規 定 す る 警 察 本 部 の 課 （ 隊 、 所 及 び 学 校 を 含

む 。 ） を い う 。  

 二 ～ 九  （ 略 ）  

（ 出 納 員 ）  

第 五 条  （ 略 ）  
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２  出 納 員 は 、 次 の 各 号 の 所 属 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 掲 げ る 職 を も っ て 充 て る 。  
一  （ 略 ）  

二  総 務 部  管 財 課 長 、 総 務 事 務 課 及 び デ ジ タ ル 改 革

推 進 課 の 班 長  

 

 

三  （ 略 ）  

（ 証 券 を も っ て す る 歳 入 の 納 付 ）  

第 二 十 条  （ 略 ）  

２  令 第 百 五 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 小 切 手 等

の 支 払 地 の 区 域 は 、 納 付 し よ う と す る 指 定 金 融 機 関 等

が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取 扱 地 域 と す

る 。  

 

 

（ 私 人 に 対 す る 歳 入 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 二 十 七 条  （ 略 ）  

２  令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 第 三 号 及 び 第 七 号 に 規 定

す る 規 則 で 定 め る 歳 入 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す

る 。  

 一  負 担 金 で あ っ て 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

  ア  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ）

第 五 十 六 条 の 規 定 に 基 づ く 国 児 学 園 保 護 費 負 担 金  

イ  児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に 基 づ く 児 童 措 置

費 負 担 金  

ウ  児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に 基 づ く 障 が い 児

入 所 施 設 措 置 費 保 護 者 等 負 担 金  

エ  三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年

三 重 県 条 例 第 十 号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ く 心 身 障

が い 者 扶 養 共 済 事 業 負 担 金  

二  不 当 利 得 に よ る 返 還 金 で あ っ て 次 の い ず れ か に 該

当 す る も の  

 ア  生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ）

第 六 十 三 条 の 規 定 に 基 づ く 生 活 保 護 費 返 還 金  

イ  生 活 保 護 法 第 七 十 八 条 の 規 定 に 基 づ く 生 活 保 護

費 徴 収 金  

ウ  児 童 扶 養 手 当 過 払 分 に 係 る 返 還 金  

エ  三 重 県 心 身 障 が い 者 扶 養 共 済 年 金 過 払 分 に 係 る

返 還 金  

３  （ 略 ）  

４  令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  普 通 地 方 公 共 団 体 の 公 金 又 は 公 共 料 金 （ 日 本 国 内

に お い て 供 給 さ れ る 電 気 、 ガ ス 及 び 水 道 水 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る も の に 係 る 料 金 を い う 。 ） に 関 す る 事

務 処 理 に つ い て 相 当 の 実 績 を 有 す る こ と 。  

二  委 託 す る 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る に 足 り る

事 業 規 模 を 有 し 、 か つ 、 経 営 状 況 が 健 全 で あ る こ と 。 

三  歳 入 金 の 収 納 の 状 況 を 正 確 に 記 録 し 、 及 び 遅 滞 な
２  出 納 員 は 、 次 の 各 号 の 所 属 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 掲 げ る 職 を も っ て 充 て る 。  

一  （ 略 ）  

二  総 務 部  管 財 課 長 、 及 び 総 務 事 務 課 の 班 長  

 

三  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課 の 班

長  

四  （ 略 ）  

（ 証 券 を も っ て す る 歳 入 の 納 付 ）  

第 二 十 条  （ 略 ）  

２  令 第 百 五 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 小 切 手 等

の 支 払 地 の 区 域 は 、 納 付 し よ う と す る 指 定 金 融 機 関 等

が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取 扱 地 域 と す

る 。 た だ し 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 納 付 し よ う と す

る と き は 、 指 定 金 融 機 関 が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の

手 形 交 換 取 扱 地 域 に 限 る 。  

（ 私 人 に 対 す る 歳 入 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  
第 二 十 七 条  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  （ 略 ）  

３  令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、

三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第

四 十 八 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  
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く 知 事 に 報 告 す る こ と が で き 、 か つ 、 収 納 し た 現 金

を 知 事 の 指 定 し た 日 ま で に 指 定 金 融 機 関 等 に 払 い 込

む こ と が で き る 体 制 を 有 し て い る こ と 。  
（ 概 算 払 ）  

第 四 十 九 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 概 算 払 を す る

こ と が で き る 。  

 一 ～ 六  （ 略 ）  

 七  児 童 福 祉 法 の 規 定 に よ る 措 置 費  

 

 八  （ 略 ）  

（ 準 用 規 定 ）  

第 百 二 十 八 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が 処 理 し た 事 務 に つ

い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 等 に よ り 検 査 を 行 う も

の と す る 。  

一  前 項 第 二 号 及 び 第 四 号  必 要 の 都 度 書 面 検 査 又 は

実 地 検 査  

二  前 項 第 三 号  定 期 に 書 面 検 査 又 は 実 地 検 査 。 た だ

し 、 必 要 が あ る と き は 臨 時 に 実 地 検 査  

３  （ 略 ）  

 

 

 

（ 概 算 払 ）  

第 四 十 九 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 概 算 払 を す る

こ と が で き る 。  

 一 ～ 六  （ 略 ）  

 七  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） の

規 定 に よ る 措 置 費  

 八  （ 略 ）  

（ 準 用 規 定 ）  

第 百 二 十 八 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 百 二 十 二 条 第 三 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 項 第 二 号 及 び 第 四 号 の 者 が 処

理 し た 事 務 に つ い て は 、 必 要 の 都 度 実 地 検 査 を 行 う も

の と す る 。  

 

 

 

 

３  （ 略 ）  

別表第 3（第 133 条関係） 別表第 3（第 133 条関係） 

証拠書類の記載要件及び添付書類 証拠書類の記載要件及び添付書類 

 区分 記載要件 添付書類   区分 記載要件 添付書類  
 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  
 ５ 工事

請負費

及び修
繕料 

１ （略） （略）   ５ 工事
請負費

及び修
繕料 

１ （略） （略）  

２ （略） 前払金保証証書そ
の他前払金保証を

証する書類 
出来高認定書 
中間前払金認定調

書及び中間前払金
保証証書その他中
間前払金保証を証

する書類 

２ （略） 前払金保証証書 
 

 
出来高認定書 
中間前払金認定調

書及び中間前払金
保証証書 

３ （略） （略） ３ （略） （略） 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  
 ８ 委託

料 

１ （略） （略）   ８ 委託

料 

１ （略） （略）  
 ２ （略） 公共工事に関する

ものについては、前

払金保証証その他
前払金保証を証す
る書類 

  ２ （略） 公共工事に関する
ものについては、

前払保証証書 

 

 
 

   
 

   

 （略） （略） （略）   （略）  （略） （略）  

  

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 収 納 の 委 託 ）  

 第 十 六 条 の 二  地 方 自 治 法 施 行 令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一

項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と

す る 。  
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 一  普 通 地 方 公 共 団 体 の 公 金 又 は 公 共 料 金 （ 日 本 国 内

に お い て 供 給 さ れ る 電 気 、 ガ ス 、 水 道 水 そ の 他 こ れ

ら に 準 ず る も の に 係 る 料 金 を い う 。 ） に 関 す る 事 務

処 理 に つ い て 相 当 の 実 績 を 有 す る こ と 。  

 二  委 託 す る 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る に 足 り

る 事 業 規 模 を 有 し 、 か つ 、 経 営 状 況 が 健 全 で あ る こ

と 。  

 三  県 税 の 収 納 の 状 況 を 正 確 に 記 録 し 、 及 び 遅 滞 な く

知 事 に 報 告 す る こ と が で き 、 か つ 、 収 納 し た 現 金 を

知 事 の 指 定 し た 日 ま で に 指 定 金 融 機 関 に 払 い 込 む

こ と が で き る 体 制 を 有 し て い る こ と 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 三 月 二 十 七 日  

                        三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 四 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 企 業 出 納 員 ）  （ 企 業 出 納 員 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  課 の 企 業 出 納 員 は 、 会 計 事 務 を 主 担 す る 班 の 班 長 の

職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

２  課 の 企 業 出 納 員 は 、 事 業 庁 長 が 任 命 す る 。 た だ し 、

当 該 職 員 が 事 故 に よ り そ の 職 務 を 執 行 で き な い と き

は 、 庁 長 が 代 行 者 を 任 命 す る 。  

３  病 院 の 企 業 出 納 員 は 、 三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及

び 委 任 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第

三 号 。 以 下 「 決 裁 委 任 規 程 」 と い う 。 ） 第 七 条 に 規 定

す る 運 営 調 整 部 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

３  病 院 の 企 業 出 納 員 は 、 三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及

び 委 任 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第

三 号 。 以 下 「 決 裁 委 任 規 程 」 と い う 。 ） 第 七 条 に 規 定

す る 運 営 調 整 部 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。 た だ

し 、 当 該 職 員 が 事 故 に よ り そ の 職 務 を 執 行 で き な い と

き は 、 所 属 長 が 代 行 者 を 任 命 す る 。  

４  前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 所 属 に お い て 複 数 の 企

業 出 納 員 が 必 要 な 場 合 に お い て は 、 課 の 企 業 出 納 員 に

あ っ て は 事 業 庁 長 が 、 病 院 の 企 業 出 納 員 に あ っ て は 所

属 長 が 必 要 と 認 め る 職 の 者 を 加 え る こ と が で き る 。  

 

５  前 項 に よ り 会 計 事 務 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 第 二 項

又 は 第 三 項 の 企 業 出 納 員 が 当 該 課 又 は 病 院 の 会 計 事 務

を 総 括 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 証 券 を も っ て す る 収 入 の 納 付 ）  （ 証 券 を も っ て す る 収 入 の 納 付 ）  

第 二 十 七 条  （ 略 ）  第 二 十 七 条  （ 略 ）  

２  令 第 二 十 一 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 小 切 手

等 の 支 払 地 の 区 域 は 、 納 付 し よ う と す る 取 扱 金 融 機 関

が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取 扱 地 域 と す

る 。  

２  令 第 二 十 一 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 小 切 手

等 の 支 払 地 の 区 域 は 、 納 付 し よ う と す る 取 扱 金 融 機 関

が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換 取 扱 地 域 と す

る 。 た だ し 、 企 業 出 納 員 に 納 付 し よ う と す る と き は 、

取 扱 金 融 機 関 が 加 入 し て い る 手 形 交 換 所 の 手 形 交 換
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取 扱 地 域 に 限 る 。  

別表第 1（第 15 条関係） 別表第 1（第 15 条関係） 

証拠書類の記載要件及び添付書類 証拠書類の記載要件及び添付書類 

 区分 記載要件 添付書類   区分 記載要件 添付書類  
 1  共通 1・2 （略） （略）   1  共通 1・2 （略） （略）  
  3  法定代理人でない

代理人へ支払うもの
は債権者の委任状 

（略）    3  法定代理人でない
代理人へ支払うもの
は債務者の委任状 

（略）  

  4  契約の履行を確認
したものにあっては

履行確認書。ただし、
契約金額が百万円未
満の契約について

は、省略することが
できる。この場合、
支出負担行為伺等に

検査年月日及び検査
員の氏名を記載する
こと。 

履行確認書    4  契約の履行を確認
したものにあっては

完成認定書又は物品
検収調書 

完成認定書又は物
品検収調書 

 

 2～4 （略） （略） （略）   2～4 （略） （略） （略）  
 5  病院増改築

工事費（総係
費を除く。）及
び修繕費 

1  契約金額、工事名、

工事場所、品目、契
約年月日、着手年月
日及び完成年月日並

びに完成認定書を省
略したものについて
は検査年月日及び検

査員の氏名 

工事検査総括監

が検査員を決定
した場合は、検査
決定通知書の写

し 
完成認定書 

  5  病院増改築

工事費（総係
費を除く。）及
び修繕費 

1  契約金額、工事名、

品目及び契約年月日 

出来高認定書（部

分払のみ） 

 

2  前金又は部分払金

の領収済のものは領
収年月日及びその額 

前払金保証証書

その他前払金保
証を証する書類 
出来高認定書 

中間前払金認定
調書及び中間前
払金保証証書そ

の他中間前払金
保証を証する書
類 

2  前金又は部分払金

の領収済のものはそ
の額 

 

 
 
 

中間前払金認定
調書（中間前金払
のみ） 

3  債務負担行為によ
る契約に係るものは

各年度割額 

 3  債務負担行為によ
る契約に係るものは

各年度割額 

保証書（前金払の
み） 

 6・7 （略） （略） （略）   6・7 （略） （略） （略）  
 8  委託費 1  契約金額、委託名

及び契約年月日 
完成認定書又は
履行確認書 

  8  委託費 1  契約金額、委託名
及び契約年月日 

  

 2  前金払、概算払又
は部分払金の領収済
のものは領収年月日

及びその額 

公共工事に関す
るものについて
は、前払金保証証

書その他前払金
保証を証する書
類 

  2  前金払、概算払又
は部分払金の領収済
のものはその額 

  

 9・10 （略） （略） （略）   9・10 （略） （略） （略）  
 11 補助金 1 （略） （略）   11 補助金 1 （略） （略）  
  2  概算払をしたもの

はその年月日、支払

済額、精算年月日及
び精算額 

概算払精算書    2  概算払又は部分払
をしたものは交付済

額 

  

  3  履行を確認した日
及び検査員の氏名 

    3  精算払のものは履
行確認年月日 

  

 12 （略） （略） （略）   12 （略） （略） （略）  

  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 
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三重県告示第 183 号 

 総務部関係補助金等交付要綱を次のように定めます。 

  令和 5 年 3 月 27 日 

                                三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   総務部関係補助金等交付要綱 

 （補助金等の名称等） 

第 1 条 三重県補助金等交付規則（昭和 37 年三重県規則第 34 号。以下「規則」という。）第 23 条の規定に基づ

く総務部関係補助金等の名称、目的、交付の対象者、交付の対象となる事務又は事業（以下「補助事業等」と

いう。）の内容及び補助額又は交付率は、別表 1 のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

 （財産処分の制限） 

第 2条 規則第 20条第 1項ただし書及び同項第 2号の規定により財産処分の制限をする期間又は機械及び重要な

器具は、別表 2 のとおりとする。 

 （証拠書類の保存） 

第 3 条 総務部関係補助金等の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他の証拠書類を、当該補助事業等

完了後 5 年間保存しておかなければならない。ただし、知事が補助金等の区分に応じ、特にその期間を指定し

たときは、当該指定期間によらなければならない。 

 （添付書類等） 

第 4 条 総務部関係補助金等の交付申請書等の提出時期及び添付書類その他補助金等の交付について必要な事項

は、別に定める。 

   附 則 

１ この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この告示の施行前に、デジタル社会推進局関係補助金等交付要綱を廃止する告示（令和 5 年三重県告示第 184

号）による廃止前のデジタル社会推進局関係補助金等交付要綱による補助金等についてなされた手続は、この

告示に規定する補助金等についてなされた手続とみなす。 

別表 1（第 1 条関係） 

区分 

（Ａ） 

補 助 金 等 の 
名 称 

（Ｂ） 

補 助 金 等 の 
交 付 の 目 的 

（Ｃ） 

補助事業等の内容 

（Ｄ） 

補助額又は補助
（交付）率 

（Ｅ） 

補 助 
対 象 者 

1 情報通信格差是
正事業費補助金 

地域間の情報通信
格差の是正を図

る。 

市町が行う携帯電話等施設整備
に要する経費 

別に定める。 市町 

別表 2（第 2 条関係） 

区分 
（Ａ） 

補 助 金 等 の 
名 称 

（Ｂ） 
規則第 20条第 1項ただし書の規定により財
産処分の制限をする期間 

（Ｃ） 
規則第 20 条第 1 項第 2 号の規定により財
産処分の制限をする機械及び重要な器具 

1 情報通信格差是正事

業費補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐
用年数に相当する期間 

補助事業等により取得した携帯電話等施

設及び設備  

 

三重県告示第 184 号 

 デジタル社会推進局関係補助金等交付要綱を廃止する告示を次のように定めます。 

  令和 5 年 3 月 27 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   デジタル社会推進局関係補助金等交付要綱を廃止する告示 

 デジタル社会推進局関係補助金等交付要綱（令和 3 年三重県告示第 226 号）は、廃止する。 

   附 則 

１ この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この告示の施行の日前にこの告示による廃止前のデジタル社会推進局関係補助金等交付要綱の規定により交

付された補助金等に係る財産処分の制限、証拠書類の保存その他の条件については、なお従前の例による。 

 

三重県告示第 185 号 
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 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 171 条第 4 項の規定により、次のとおり会計管理者をしてその事務の

一部を出納員に委任させます。 

 この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行し、会計管理者の所管に属する事務の一部を委任した出納員（令和 3

年三重県告示第 215 号）は、令和 5 年 3 月 31 日限りで廃止します。 

  令和 5 年 3 月 27 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

委任を受けた者 委任事務の範囲 

1 三重県会計規則（平成 18 年
三重県規則第 69 号）第 5 条第

2項第 1号及び同条第 3項から
第 5 項までの規定による出納
員 

(1) 所属において所掌する収入現金等（歳入歳出外現金を含む。）の出納及び保管
を行うこと（地方自治法施行令第158条第1項及び第158条の2第1項により出納局

が委託する税外収入の収納事務にかかる収納金の出納を除く。）。 
(2) 所属において所掌する有価証券の出納及び保管を行うこと。 
(3) 所属に属する物品の出納及び保管を行うこと。 

(4) 所属において所掌する支出負担行為に関する確認を行うこと。 
(5) 所属において所掌する現金及び財産の記録管理を行うこと。 

2 規則第 5 条第 2 項第 2 号に
定める出納員（管財を担当す

る課の課長に限る。） 

  公有財産の記録管理を行うこと。 

3 規則第 5 条第 2 項第 2 号に
定める出納員(総務事務を担
当する課の班長に限る。） 

(1) 所掌する事務に係る収入現金等（歳入歳出外現金を含む。）の出納及び保管を
行うこと。 

(2) 所掌する事務に係る支出負担行為に関する確認を行うこと。 

4 規則第 5 条第 2 項第 2 号に

定める出納員（一人一台パソ
コンを担当する課の班長に限
る。） 

一人一台パソコンの出納及び保管並びに記録管理を行うこと。 

5 規則第 5 条第 2 項第 3 号の

規定による知事が別に定める
出納員 

(1) 所の現金の出納及び保管を行うこと（県税及びこれに伴う収入に係るものを除

く。）。 
(2) 所の小切手を振り出すこと（県税及びこれに伴う収入に係るものを除く。）。 
(3) 所の有価証券の出納及び保管を行うこと。  

(4) 所の現金及び財産の記録管理を行うこと（他の出納員に委任されたものを除
く。）。 

(5) 部局等及び所の支出負担行為に関する確認を行うこと。 

6 地域防災総合事務所及び地

域活性化局の出納員 

(1) 所管する所の物品の出納及び保管を行うこと（他の出納員に委任されたものを

除く。）。 
(2) 所管する所の支出負担行為に関する確認を行うこと（他の出納員に委任された

ものを除く。）。 

(3) 所管する所の歳入歳出外現金の出納及び保管を行うこと（他の出納員に委任さ
れたものを除く。）。 

(4) 所管する所の入札保証金に代わる有価証券の出納及び保管を行うこと（他の出

納員に委任されたものを除く。）。 

7 東京事務所及び関西事務所
の出納員 

(1) 所において所掌する現金の出納及び保管を行うこと。 
(2) 所において所掌する小切手を振り出すこと。 

8 総務部（税務企画課、税収
確保課）、県税事務所及び自動

車税事務所の出納員 

(1) 所において所掌する県税及びこれに伴う収入現金等の出納及び保管を行うこ
と。 

(2) 所において所掌する県税及びこれに伴う収入に係る小切手の振出しを行うこ
と。 

(3) 所において所掌する県税及びこれに伴う収入に係る有価証券の出納及び保管

を行うこと。 
(4) 所において所掌する県税に係る支出負担行為に関する確認を行うこと。 
(5) 所において所掌する県税及びこれに伴う収入に係る現金及び債権の記録管理

を行うこと。 

 備考 第 5 号の項から第 8 号の項までの出納員については、第 1 号の項各号に掲げる事務を加えて当該事務を

委任するものです。 

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 1号 

                                         庁 中 一 般 

                                         地 域 機 関 
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三重県副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 5 年 3 月 27 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之  

   三重県副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令 

 三重県副知事の担任事務に関する規程（平成 20 年三重県訓令第 9 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（担任事務） （担任事務） 

第 1 条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。 第 1 条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。 

(1)  （略） (1)  （略） 

(2)  副知事廣田恵子の担任事務 (2)  副知事廣田恵子の担任事務 

イ 政策企画部、地域連携・交通部、農林水産部、

雇用経済部及び観光部に関すること。 

イ 戦略企画部、地域連携部、農林水産部及び雇

用経済部に関すること。 

ロ （略） ロ （略） 

(3)  副知事服部浩の担任事務 (3)  副知事服部浩の担任事務 

イ 総務部、医療保健部、子ども・福祉部、環境

生活部、県土整備部及び出納局に関すること。 

イ 総務部、医療保健部、子ども・福祉部、環境

生活部、県土整備部、デジタル社会推進局及び

出納局に関すること。 

ロ （略） ロ （略） 

   附 則 

 この訓令は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県訓令第 2号 

庁 中 一 般 

地 域 機 関 

 三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定めます。 

  令和 5 年 3 月 27 日 

                        三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令 

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令（昭和 53 年三重県訓令第 8 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表（第 2 条、第 3 条関係） 別表（第 2 条、第 3 条関係） 

 部 機関 職員 品目 数量 期間   部 機関 職員 品目 数量 期間  

 1 （略） （略） （略） （略） （略） （略）   1 （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

         2  防

災対

策部 

防災対策

部 

(1) 高圧ガ

ス保安法

（昭和 26

年法律第

204 号）、

消 防 法

（昭和 23  

作 業 服

（上下） 

1 2  

         

  

防 寒 服

（上） 

1 5  

           年法律第

186 号）及

び火薬類

取 締 法

（昭和 25

年法律第

149 号）に 
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           基づく検

査等に従

事する者 

    

           (2) 防災ヘ

リコプタ

ーに搭乗

し、防災

業務に従

事する者 

制服（上

下） 

1 3  

           ベルト 1 3  

           活 動 服

（上） 

6 3  

           活 動 服

（下） 

4 3  

            防 寒 服

（上） 

4 3  

            ゲ イ タ

ー 

1 3  

            耐 寒 服

（上下） 

1 3  

            靴 3 3  

            雨衣（上

下） 

1 3  

            帽子 1 3  

 2  総

務部 

（略） （略） （略） （略） （略）   3  総

務部 

（略） （略） （略） （略） （略）  

 3  地

域連

携・ 

地 域 連

携・交通

部 

土地取引指

導の業務に

従事する者 

作 業 服

（上下） 

1 3          

 交通

部 

              

 4  防

災対

策部 

防災対策

部 

(1) 高圧ガ

ス保安法

（昭和 26

年法律第

204 号）、

消 防 法

（昭和 23

年法律第

186 号）及

び火薬類

取 締 法

（昭和 25

年法律第

149 号）に

基づく検 

作 業 服

（上下） 

1 2          

 防 寒 服

（上） 

1 5          

   査等に従

事する者 

            

   (2) 防災ヘ

リコプタ

ーに搭乗

し、防災

業務に従  

制服（上

下） 

1 3          

   ベルト 1 3          

   活 動 服

（上） 

6 3          
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   事する者 活 動 服

（下） 

4 3          

    防 寒 服

（上） 

4 3          

    ゲ イ タ

ー 

1 3          

    耐 寒 服

（上下） 

1 3          

    靴 3 3          

    雨衣（上

下） 

1 3          

    帽子 1 3          

 5  医

療保

健部 

(1) （略） （略） （略） （略） （略）   4  医

療保

健部 

(1) （略）  （略） （略） （略） （略）  

 (2) 保 健

所 

(1)  （略） （略） （略） （略）   (2) 保健

所 

(1)  （略） （略） （略） （略）  

 (2) 放射線

照射業務

に従事す

る診療エ

ックス線

技師又は

診療放射

線技師 

白衣 1 1   (2) 放射線

照射業務

に従事す

る診療エ

ックス線

技師又は

診療放射

線技師 

白衣 1 1  

   作 業 服

（上下） 

1 1     作 業 服

（下） 

1 1  

   (3)  （略） （略） （略） （略）     (3)  （略） （略） （略） （略）  

   (4) 衛生又

は臨床検

査業務に

従事する

化 学 技

師、衛生

検 査 技

師、臨床

検 査 技

師、薬剤

師又は獣

医師 

白衣 2 1     (4) 衛生又

は臨床検

査業務に

従事する

化 学 技

師、衛生

検査技師

又は臨床

検査技師 

白衣 2 1  

   作 業 服

（上下） 

1 1     作 業 服

（下） 

1 1  

   (5)～(7)  

（略） 

（略） （略） （略）     (5)～(7)  

（略） 

（略） （略） （略）  

  (3)～(7) 

 （略） 

（略） （略） （略） （略）    (3)～(7) 

 （略） 

（略） （略） （略） （略）  

 6  子

ども

・福

祉部 

(1)～(3) 

 （略） 

（略） （略） （略） （略）   5  子

ども

・福

祉部 

(1)～(3) 

 （略） 

（略） （略） （略） （略）  

 (4) 子 ど

も 心 身

発 達 医

療 セ ン

ター 

(1) 医師 

薬剤師 

診療エ

ックス線

技師 

診療放

射線技師 

白 衣 及

び 白 ズ

ボン 

又は 

ト レ ー

ニ ン グ

シ ャ ツ

及 び ト  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

  (4) 子ど

も心身

発達医

療セン

ター 

(1) 医師 

薬剤師 

診 療 エ

ックス線

技師 

診 療 放

射線技師 

マッサ  

白 衣 及

び 白 ズ

ボン 

又は 

ト レ ー

ニ ン グ

シ ャ ツ

及 び ト  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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  レ ー ニ

ン グ パ

ンツ 

白靴 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   ージ師 レ ー ニ

ン グ パ

ンツ 

白靴 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 (2)～(9) 

（略） 

（略） （略） （略）    (2)～(9) 

（略） 

（略） （略） （略）  

 7  環

境生

活部 

（略） （略） （略） （略） （略）   6  環

境生

活部 

（略） （略） （略） （略） （略）  

         7  地

域連

携部 

地域連携

部 

土地取引指

導の業務に

従事する者 

作 業 服

（上下） 

1 3  

 8～10 

 （略）  

（略） （略） （略） （略） （略）   8～10 

 （略） 

（略） （略） （略） （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

   附 則 

 この訓令は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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